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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（田中 修） 日程第１、一般質問を行います。 

  なお、今議会におきましても一括方式、一問一答方式のどちらかを選択し行うことと

いたします。 

  一問一答方式にあっては、質問事項１件ごとに行い、また、いずれの方式にあっても

質疑は３回までとすることといたします。 

  また、対面方式とし、質問席を前列中央に設けております。 

  それでは、通告順に質問を許します。 

  ８番、山内実貴子君の一般質問を許します。山内君。 

○８番（山内実貴子） おはようございます。 

  ８番、山内実貴子でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  まず１件目、教育環境の充実についてでございます。 

  １つ目に、がん教育の強化についてお伺いいたします。小中高校でがんに関する保健

教育を２０１４年度から強化する方針を文部科学省が決めました。モデル校でのがんに

対する先進的な授業や教育研修の実現に大きく期待が持たれています。学習指導要領の

次期改訂時に新たな記述を盛り込み、教科書の内容充実を目指しています。 

  国民の２人に１人ががんになる時代が来ていますが、現在の教育現場では、がんは保

健体育の授業で生活習慣病の予防や喫煙などの害を学ぶ際、ほかの病気とあわせて紹介

される程度で、有効ながん教育が行われてきたとは言えません。この現状についてがん

という病気への向き合い方やがん患者に対する理解を深める教育は不十分であるという

指摘を受け、同省内にがんの教育に関する検討委員会を設置、この７月２６日に初会合

が開かれました。この中で、授業内容や方向性が議論され、文科省は同委員会での検討

を踏まえ、来年度からのモデル事業の実施や教材の作成・配布などに取り組むことにな

りました。 

  国が２０１２年度に定めたがん対策推進基本計画では、がん教育について子供たちが

健康と命の大切さを学び、みずからの健康を適切に管理し、がんに対する正しい知識と
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がん患者に対する正しい知識を持つよう教育することを目標に掲げています。 

  がんと喫煙などとの関係や治療方法、検診の重要性に関する知識に加え、がんという

病気から健康問題や医療の現状、命の大切さなど、小中高校生のときから総合的に学べ

る体制づくりが重要であることは言うまでもありません。がん教育は子供たちが自身の

健康の大切さを学ぶと同時に、病気の人に対する偏見や差別をなくすための重要な機会

になると思います。 

  子供のころからがんの予防や命の大切さを学ぶことは極めて重要と考えますが、宇治

田原町の学校現場におけるがん教育について、現状と今後どのように進めていかれるの

か、お聞かせください。 

○議長（田中 修） 西谷町長。 

○町長（西谷信夫） 皆様、おはようございます。 

  議員の皆様方におかれましては、本日、平成２５年第３回町議会定例会におきます一

般質問ということで、公私とも何かと御多用の中、御参集をいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

  本日は９名の議員各位から御質問をいただくこととなっております。また、御質問が

大変多岐にわたっていますが、できるだけ的確かつ簡潔に御答弁を申し上げたいと存じ

ておりますので、どうか最後までよろしくお願いを申し上げます。 

  それでは、ただいまの山内議員の御質問につきましては、光嶋教育次長から御答弁を

申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） おはようございます。 

  それでは、私のほうから、教育環境の充実についての御質問に答弁を申し上げます。 

  小学校、中学校ともに現段階において、通常時における保健指導の中でのインフルエ

ンザなどへの対応や長期休暇前の健康指導などは行うものの、特定の疾病に限定した教

育指導は行っておりません。中学校では、喫煙や薬物使用などに関する指導をする中で、

肺がんなどの疾病との関連や影響について認識を深めさせることとしておりますが、こ

れはがんに限定されたものではなく、他の疾病をも含んだ形となっております。 

  議員御指摘のように、がんの影響が増大する今日にあって、その内容を学習し知識と

することは意義深いものがあると認識いたしております。 

  がんは中高年のみならず若年性がんや小児がんで闘病される方も多く見られ、先日も

シドニーオリンピックに出場された競泳選手が３２歳の若さでお亡くなりになるなど、
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決して人ごとではない問題となっていると思います。 

  がんは、早期発見、早期治療を行えば治癒するようになったと言われますが、そのた

めには日ごろから生活習慣をはじめとする健康問題に留意し、定期的に検診を受けるこ

とが肝要であります。しかしながら、こうしたことを小中学生の段階で行うことは容易

ではなく、子供たちが体の不調を訴え初めて疾病が判明するということが少なくないよ

うです。 

  小中学生たちがこうした病気のことや命の大切さを知ることは、みずからの命はみず

からが守らなければならないという生きるすべを学ぶ中でも大切なことであると考える

ところであります。 

  こうしたことを踏まえ、今後の保健指導や授業の中では、がんをはじめとする多くの

疾病についても学習することが可能となるよう、学校現場との調整も行いながら検討し

てまいりたいと考えております。 

○議長（田中 修） 山内君。 

○８番（山内実貴子） ありがとうございます。２回目の質問をさせていただきます。 

  がん教育の強化につきましては、学校現場との調整を行いながら検討との御答弁でご

ざいましたが、２０１４年度には全国の学校でどの程度がん教育が行われているのかを

調査するほか、モデル校を選定して２０１６年度までの３年間で先進的な教育が行われ

ることとなります。モデル事業では、教育委員会が独自の教材をつくったり、民間企業

による教材を活用し医療の専門家やがん経験者を招いての授業も検討されます。保健体

育の教師などに対してがんへの知識や理解を深める研修も行う方針です。 

  京都府では、がん経験者をがん教育メッセンジャーに任命し、府内の中学校に医師、

看護師とともに講師として派遣し、直接生徒に語りかけるがん教育事業に取り組む意向

を明らかにしています。府によると、府内のがんによる死亡者数は毎年７，０００人を

超え、死亡者全体の約３割を占め、死因の第１位となっています。今後５年間で府内の

全ての中学校約２００校を対象に、がんメッセンジャーによる体験談や医療の専門家に

よるがんの病態や治療に関する講義、生徒たちが命の大切さについて話し合うがん教育

推進プロジェクト事業を効果的に実施していくとの考えを示しております。 

  このようながん教育メッセンジャーの取り組みをぜひ積極的に導入するべきだと考え

ますが、いかがでございましょうか。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） 命の大切さを学ぶという観点からいたしますと、がんのみなら
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ず多くの生活習慣病などに関しても知識として知り置くことはとても重要であると思い

ます。 

  また、がんメッセンジャーについての活用方策につきましては、がんをはじめとする

疾病に関する教育を行う中で、今後、各学校との調整を図りながら検討してまいりたい

と考えております。 

  私たちみずからを振り返りましても、年齢を重ねるにしたがい、疾病に関しては注目

するようになり、さまざまなケアもするようになりましたが、やはり、若いころにはそ

うした意識も薄く、今思えば早くから健康診断などの健康管理について取り組んでおけ

ばよかったなと思うことも多々あろうかと存じます。こうした対処につきましては、若

い段階から意識することが重要であり、児童・生徒が卒業後、早い段階でそうした意識

を持てるようにすることが大切であると考えます。 

  このようなことから、健康管理をはじめとする健康教育につきましては、現段階にお

きましてもそれぞれ取り組んでいるところですが、命の大切さをより理解できるよう、

学校現場とも協議しながら積極的に進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（田中 修） 山内君。 

○８番（山内実貴子） ありがとうございます。命の大切さをより理解できるよう、学校

現場とも協議しながら積極的に進めていくとの御答弁をいただきました。ぜひ、御協議

の中で、がん教育メッセンジャーの取り組みも推進していただきたいと思います。 

  次に、２つ目、夢を育む教育の取り組みについてお伺いいたします。 

  自然豊かな宇治田原町では、自然とつき合い楽しむ中で、その自然との良好な共生を

目指しています。その中で、毎年数回、星空観察会が行われています。親子での参加は

日ごろ忙しいお父さん、お母さんと子供たちが寄り添い合い、空を見上げ、語り合い、

ほっと一息つける時間になるとお聞きしています。星を通じて果てしないロマンと生命

の誕生にまでも思いをはせていける貴重な時間でしょう。 

  宇治田原町の各小中学校には天体望遠鏡が置かれているとお聞きしています。また、

町の中にはみずから星が好きという気持ちから会社を興され、レンズの直径が４０ｃｍ、

５０ｃｍ、そして６０ｃｍもの天体望遠鏡を製作しておられる方が居住されています。

宇治田原町小中一貫教育を検討する上で、例えば、こういう本格的な天体望遠鏡などで

星を見る事業など、また、こういうさまざまなマンパワーを利用して、もっと宇治田原

町の地域性を感じられる夢と希望を育む施策をと考えますが、今後、このような取り組



３３ 

みについてどうお考えになりますか。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） 児童・生徒たちも、やがては成人し、社会に出ていかなければ

なりませんので、生きるための糧としてどのような職業につくかということは重要な問

題であり、早い段階から職業に対する意識を持たせる学習を行っております。 

  小学校の段階では社会見学や社会科の授業の中でさまざまな職業があるということを

理解するよう学習し、中学校の段階では職場体験により現実的な職業、仕事というもの

を肌で感じることを学習しておりますが、もちろんその学習だけで全てを網羅し解決で

きるものではありません。 

  現代社会のように多くの情報が発信される中にあっては、子供たちにも幾つもの情報

が伝わっており、昔のように男子小学生ならほとんどの子がプロ野球選手になりたいと

いったようなことはなく、さまざまな職業に興味と関心を抱くようになっていると思い

ます。 

  将来、自分は何々になりたい、自分は何々をしてみたいという夢は、子供たちにとっ

ての特権であり、たくさんの夢を与えることによって大きく育てることが我々大人の使

命であると思います。しかしながら、子供のころから現実すぎる小ぢんまりした夢しか

持たないのも寂しいですし、余りに破天荒な夢を抱き続けるのも考えものではあります

ので、子供たちの成長過程の中で適切なアドバイスをし、さまざまな情報を提供できる

状況をつくることが学校現場において求められるものであると考えております。 

  町の中には、みずからの経験を生かしさまざまな活動をなさっていらっしゃる方をは

じめ多岐にわたる情報をお持ちの方がいらっしゃいますが、こうしたマンパワーを活用

することも子供たちの夢を育むためには大きな力となると考えておりますので、御協力

いただける場面づくりなども我々の課題であると考えるところです。 

  いずれにいたしましても、こうした取り組みは現在進める小中一貫教育とも大きなか

かわりがございますことから、今後とも皆様方からの御意見を頂戴しながら進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 山内君。 

○８番（山内実貴子） ありがとうございます。 

  町の宝である子供たち、さまざまな社会状況や生活環境の中にあっても限りある命を

大切にし、周囲の人に対しても思いやりを持って接してもらいたいと思います。 

  このたび、２０２０年のオリンピック、パラリンピックが東京で開催されることにな
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りました。我が町からもぜひオリンピックを目指して夢を持ち向かっていける子供たち

が育っていってほしいと願います。希望を持ち続け、決して諦めない心を持って社会に

出られるよう、家庭、地域、学校が協力していける体制づくりをお願いいたします。 

  次に、２件目、健康長寿日本一を目指す施策についてお伺いいたします。 

  １つ目は、健康チェックとその把握についてでございます。 

  近年、高齢化と言われる時代にあって、平均寿命と健康寿命の差が大きくなり、高齢

者の保健、医療、福祉にとニーズがふえてきております。宇治田原町第４次まちづくり

総合計画の実施計画においても、自立した生活を支える福祉環境の実現として要介護状

態にならないような予防体制の充実や支援、高齢者がいつまでも健康で充実した生活が

送れるよう、生きがいづくりを支援する等、取り組みがあります。特に二次予防事業対

象者把握事業では、平成２４年度基本チェックリストによる生活機能を把握されていま

すが、送付したチェックリストの返送者は半数の５０％程度となっております。 

  健康づくりに欠かせないのが各種健診の受診だと思います。今年度も国保、また、後

期高齢者の健診が行われています。このような健診や基本チェックリストについて、ど

のように取り組み把握されているのかお聞かせください。 

○議長（田中 修） 谷村健康長寿課長。 

○健康長寿課長（谷村富啓） おはようございます。 

  それでは、健康長寿日本一を目指す施策について、お答えいたします。 

  健康チェックと把握についてですが、今年度の特定健康診査及び後期高齢者健康診査

は、７月から９月を受診期間とし、１０月を予備月として現在健診実施中であり、受診

状況などの把握までに至っておりません。 

  昨年度の受診状況ですが、平成２３年度と比較しますと、特定健康診査の受診者は若

干減少したものの、後期高齢者健康診査の受診者は２倍に増加しています。双方の健康

診査とも、案内通知はもとより、その後に受診勧奨通知を行うとともに、町広報紙やホ

ームページ及びチラシによる受診意識の啓発、また、特定健康診査においては自己負担

額を無料とし、受診しやすい環境整備により受診率向上に取り組んでいます。 

  また、今年度の介護予防における二次予防事業対象者把握事業については、６月に

６５歳以上で要介護認定を受けていない方１，９４７名の方々に基本チェックリストを

送付し、１，０１５名からの返送がありました。そのうち２８９名の方が二次予防事業

対象者となる把握ができたところです。返送者には把握結果を送付し、介護予防の啓発

を行うとともに、二次予防事業対象者には二次予防事業の案内と事業参加勧奨を行って
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いるところでございます。 

○議長（田中 修） 山内君。 

○８番（山内実貴子） ありがとうございます。受診率向上には粘り強い取り組みが大切

になります。特定健康診査は本年度無料化によって受診者が増加するよう期待しており

ます。 

  また、各種がん検診も行われますが、受診率が低迷している中、さらなるチェックと

把握に取り組んでいただきたいと思います。 

  ２つ目に、保健師の増員についてでございます。 

  介護予防への取り組みが大切と言われる今、生活機能状況などについて把握すること

がまず大切と考えますが、把握できていない方をどう把握するのかが重要になってきま

す。先ほどの御答弁で基本チェックリストの返送者は１，９４７名の対象者のうち

１，０１５名ということで、９３２名の方が未回答ということでした。 

  長崎県長崎市では、チェックリストの返送がなかった世帯全部を人海戦術で保健師が

主となって家庭訪問を行うとのこと。大変な作業ではありますが、そういう一斉的な取

り組みが住民の皆さんとのきずなを深め、さまざまな施策に対しての理解にもつながり

ます。また、防災、防犯などの地域的な取り組みへの力となると確信します。 

  宇治田原町でもこの家庭訪問のような積極的な取り組みをぜひ行っていただきたい。

方法はいろいろあると思いますが、専門的なアドバイスもしていただける保健師さんを

増員しての取り組みが大切と考えますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（田中 修） 谷村健康長寿課長。 

○健康長寿課長（谷村富啓） 保健師の増員についてですが、今年度の基本チェックリス

トの返送率は５２％となっており、約半数の方からの返送がなかった状況です。 

  長崎市が行う返送がなかった世帯に家庭訪問する事業は、生活機能などいろんな状況

を把握するのに有効な手段だと理解します。本町では、従前より独居高齢者や高齢者の

みの世帯を保健師が訪問し、生活状況や健康状態などを把握するおたっしゃ訪問事業を

実施しているところで、本事業を加味しながらの検討課題と思います。 

  介護予防事業や保健事業など健康増進対策などの推進を図る上において保健師の役割

は重要と考えますが、保健師の増員につきましては、職員の定数管理や臨時職員等の確

保を踏まえての検討が必要と考えています。 

○議長（田中 修） 山内君。 

○８番（山内実貴子） ありがとうございます。 
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  高齢化社会と言われる時代にあって、宇治田原は小さな町ではありますが、だからこ

その地域のつながりやきずなといったものを大切にした顔の見える施策を期待します。 

  幾つになっても健康で生きがいを持って生活できるよう、介護予防への取り組みは常

に積極的な改善を求めます。 

  以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（田中 修） これで、山内実貴子君の一般質問を終わります。 

  引き続きまして、９番、奥村房雄君の一般質問を許します。奥村君。 

○９番（奥村房雄） それでは、通告に従いまして、９番、奥村房雄が一般質問をさせて

いただきます。 

  その前に、去る９月９日の夕刻７時ごろ禅定寺地区で発生いたしました人家火災の際

には、京田辺市消防宇治田原分署はじめ井手分署、地元消防団はもとより近隣支部消防

団、役場からも出動いただきました。火は約１時間後に消し止められ、民家全焼の大火

災となったわけですが、おかげさまでけが人もなく、近隣の住宅への類焼もなくおさま

りました。改めて火災の恐ろしさを感じ、また、地域自主防災の重要さを実感したとこ

ろでございます。この火災の折、出動いただきました関係各位に御礼を申し上げますと

ともに、多くの方から温かいお見舞いの言葉を頂戴し、厚く御礼申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

  それでは、質問を始めさせていただきます。 

  まず、件名１、新名神高速道路について質問します。 

  新名神高速道路については、昨年４月に事業が再開され、本町内では事業説明会も開

催され、現地での測量調査業務や各種調査が既に行われているところであります。 

  まず１点目。現在の事業進捗状況及び当面の予定についてであります。新名神高速道

路は、平成３５年度完成に向けて取り組みが進められていると思いますが、現在の状況

及び当面のスケジュールはどうなっているのかお尋ねします。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） 新名神高速道路につきましての現在の事業進捗状

況及び当面の予定につきまして御答弁申し上げます。 

  昨年７月に地元対策協議会、８月には住民の皆様を対象といたしました事業再開の説

明会を開催し、直接関係地権者等につきましても事業の進め方について御理解をいただ

いたところでございます。 

  その後、西日本高速道路ＮＥＸＣＯによりまして、空中写真測量や、現地での測量及



３７ 

び地質調査が実施され、現地の状況を把握されました。これらの現地調査とあわせて町

が管理いたします道路、水路、上下水道などの現状及び将来計画との調整も行ってまい

りました。また、環境影響に対する補足調査といたしまして、騒音、大気調査にも着手

されたところでございます。 

  これらの調査業務を経まして、地元の皆さんとの協議のもととなります設計協議用図

面が作成され、つけかえ道路や公共公益施設等の考え方が整理されたところでございま

す。この図面に基づき、現在、町及び京都府におきまして確認作業を行っているところ

でございます。 

  京都府、町との協議が一定完了いたしましたら、地域の皆様方に図面をお示しし、協

議を進めていくことになります。この設計協議の進捗状況により、時期は明確ではあり

ませんが、土地の境界確定作業に入り、用地取得への準備にかかることとなります。 

  今後、さまざまな課題が生じてくることと思いますが、関係機関と連携し適切に対応

してまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（田中 修） 奥村君。 

○９番（奥村房雄） それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

  本事業の流れから、現在、設計協議の段階ということで京都府、町との協議完了後、

地元区、住民との協議に入るわけですが、その時期はいつごろになるのかお聞かせ願い

たいと思います。それと、新名神の通過区間は、町内での区間ですね、これは約６ｋｍ

で、沿線区は郷之口、荒木、岩山、禅定寺の４区でございます。参考までに地権者は何

件ぐらいいらっしゃるかお教え願いたいと思います。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） 協議用図面につきましては、去る９月５日にＮＥ

ＸＣＯから町に提示され、現在、庁内関係部署におきまして課題の抽出、整理に取り組

んでいるところでございます。行政内部の調整を実施し、議会にも御説明申し上げた後、

地元対策協議会への説明を行う予定でございます。 

  地権者の件数でございますが、今後、設計協議や各種構造物道路構造が決定し、用地

の御協力をいただく範囲が確定するまでは変動する可能性がございますが、現時点でＮ

ＥＸＣＯのほうから聞いているところでは、郷之口で５０件、岩山３０件及び禅定寺

５０件の１３０件でございます。荒木地区につきましては、全てトンネル区間となりま

すので、用地買収の対象となる方はいないというふうに聞いているところでございます。 

○議長（田中 修） 奥村君。 
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○９番（奥村房雄） それでは、３回目の質問をさせていただきます。 

  いずれにせよ、いよいよこれから町、沿線区の住民をはじめ、地元説明会が持たれる

わけですが、特に排ガス、騒音等の環境問題への配慮を十分にしていただき、そのよう

な設計協議の展開を切に要望したいと思います。 

  それと、願わくば先日決まりました２０２０年東京オリンピックに間に合えばとの思

いは私一人ではないと思います。１０年後の計画を７年後にするというのは大変至難の

技だと思いますが、その辺もひとつ要望して、よろしくお願いします。 

  以上、３回目の質問を要望にかえ、１点目の質問を終わらせていただきます。 

  次に、２点目、新名神高速道路を活用したまちづくりの展開についてであります。新

名神高速道路は、１０年後の供用を目標に事業が進められており、郷之口には（仮称）

宇治田原インターチェンジへの進入口が設けられ、日本、全国津々浦々の方が利用され

ることとなります。隣接する宇治市を訪れる観光客もこのインターチェンジを利用し、

今以上に増加すると思いますが、本町にとりましても第４次まちづくり総合計画ではイ

ンターチェンジ周辺は茶文化創造ゾーンと位置づけされております。茶でもてなす環境

整備や茶文化を浸透、発信するための拠点機能を導入するものともされております。新

名神高速道路は１０年先には完成されます。これにあわせて総合計画に位置づけされて

いる拠点機能の導入について、ただ単に観光、産業振興という側面だけでなく、文化的

な側面を含めた観点からのまちづくり構想をお持ちなのか、お考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（田中 修） 馬場企画課長。 

○企画・財政課企画課長（馬場 浩） 新名神高速道路（仮称）宇治田原インターチェン

ジの開設によりまして、広域的なアクセスが飛躍的に拡大されることが期待されるとこ

ろでございます。 

  議員御指摘のとおり、本町の第４次まちづくり総合計画におきましては、インターチ

ェンジ周辺を茶文化創造ゾーンと位置づけ、茶文化のまちとしてふさわしい集団茶園の

整備や、茶でもてなすことのできる環境整備など、茶文化を浸透、発信するための拠点

的機能の導入を図ることとしております。 

  しかしながら、これは初めから集客を目的とした観光開発や箱物施設の整備を行うの

ではなく、地域の魅力を形成している資源を地域住民自身が大切にし、保全、活用しよ

うとする活動や文化の育成を重視して取り組むことをその姿勢としているところでござ

います。お茶は、本町のアイデンティティーの基礎となるものであり、日本緑茶発祥の
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地という歴史や宇治茶の産地という本町のイメージをより一層高めていく上で重要な資

源でございます。 

  第４次まちづくり総合計画にも掲げておりますように、茶文化を発信し茶でもてなす

お茶のふるさとを目指すためには、町中に茶の緑や香りが広がるまち、日常生活の中に

お茶があり、茶文化を次世代や来訪者に伝えるまち、お茶のふるさととしての宇治田原

町を多くの人が知っているまち、そのようなまちづくりを積極的に推進していかなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

  このように、お茶を単に観光、産業振興という側面だけではなく、広く茶文化として

まちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（田中 修） 奥村君。 

○９番（奥村房雄） それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

  インターチェンジ建設は、京都、大阪、滋賀、奈良の中心に位置する本町にとっては、

ただ高速道の進入口としてではなく、本町の歴史をはじめ自然豊かな景観を売りに、全

国、日本中の利用者へ宇治田原の発信基地の機能を備えた文化ゾーンづくり、例えば茶

文化にふさわしい施設を兼ねた道の駅とかの構想を考えてはどうでしょうか。 

  以上、私の２点目の質問を提言、要望にかえて終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○議長（田中 修） これで、奥村房雄君の一般質問を終わります。 

  引き続きまして、７番、谷口重和君の一般質問を許します。谷口君。 

○７番（谷口重和） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

  一般質問の前に、先般、９月８日に２０２０年のオリンピック、パラリンピック開催

地が東京に選ばれ、我々日本にあっては大変喜ばしい限りであります。景気もこれで上

向く要因になると思います。しかしながら、東日本大震災の復興はまだまだ進んでおり

ません。私たちは７年後のオリンピック開催を復興オリンピックと位置づけ、開催まで

に復興が終わるかめどがつくように声を大にして訴えなければならないと思うわけであ

ります。 

  それでは、通告に従いまして、７番、谷口重和が一般質問を行います。 

  西谷町長は、３月、６月と議会ごとに、一党一派に偏しないという質問を受け、３月

議会では離党に関して支援者の方や党役員の方と相談したいと答弁され、６月議会では

１万住民の町長として、その職を務めることに影響を与えるものではないとの答弁だっ
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たと思います。私個人的には、西谷町長が自民党の党員・党友ならば許せる範囲である

と思いますが、自由民主党宇治田原支部の最高顧問に就任されているのは、宇治田原町

１万住民のトップリーダーとして大いに問題があると思うわけであります。６月議会で

は本音と建前の使い分けで二枚舌とまで言われても、これは仕方のないことであります。

今現在、最高顧問は辞任されているのか、されていないのか、この場ではっきりと町長

の心境をお聞かせください。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、谷口議員の質問にお答え申し上げます。 

  私は、町長という立場は党籍の有無にかかわらず、住民の皆様に対して絶えず中立で

公平公正でなければならない。したがって、そのような政治スタンスで１万住民のため

の町長としてその職を務めさせていただくと、これまでから申し上げてまいりましたと

ころでございます。その考え方はいささかも変わることはございません。そのような中、

自由民主党宇治田原支部の最高顧問に就任させていただいたところでございますが、そ

の後、私自身熟慮を重ねる中で、この職は場合によっては住民の皆様に誤解を与えかね

ないとの考えに至りましたことから、最高顧問の職を辞任させていただいたところでご

ざいます。 

  繰り返しになりますけれども、住民の皆様に対して絶えず中立、公平公正でなければ

ならないという政治スタンスを町政運営の基本としてその中心に位置づけているところ

でございますので、引き続き御理解、御協力を賜りますことを心からお願いを申し上げ

ます。 

○議長（田中 修） 谷口君。 

○７番（谷口重和） 次に、副町長について質問いたします。 

  その後、適任者として心に決めている人物がおられるのかどうか。新聞紙上ではおら

れるようにも報道されていましたが、副町長問題は迷わず速やかに人選をし、一刻も早

く副町長を決め、町行政を副町長が補佐をして、町長は府や国に山手線はもちろんのこ

と、今以上にもっといろんな分野において１万住民のために要望や陳情を働きかけてい

ただきたいと思うわけであります。 

  また、副町長問題は別として、部長制の復活をここで提案をし、西谷町長の御所見を

お聞かせください。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、谷口議員の御質問にお答えを申し上げます。 
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  副町長人事の件につきましては、議会への御相談、また御提案がおくれておりますこ

とに対して、まずもっておわびを申し上げるところでございます。 

  副町長の職は申し上げるまでもなく、私の補佐役として大変重要な任務を果たさなけ

ればならない職であり、議会議員の皆様をはじめ、住民の皆様、また、町職員など誰か

ら見ても適任と思われる人を御提案申し上げたいと思っておるところでございます。 

  可能な限り早期に御提案できるように、引き続き選任に向け最大の努力をしてまいり

ますので、いましばらくのお時間を頂戴いたしますよう、お願いを申し上げたいと思い

ます。 

  部長制の復活についてご答弁を申し上げます。 

  組織体制につきましては、先般も所属長に対しまして組織検証のためのヒアリングを

実施し、組織の検証と点検を進めておるところでございます。部長職の配置につきまし

ては、限られた人員体制、限られた財源の中、慎重に進めなければならない問題と捉ま

えておるところでございますが、課題を整理する中で鋭意取り組みを進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 谷口君。 

○７番（谷口重和） 次に、宇治田原山手線の進捗状況について質問いたします。 

  多方面から得る情報として、余り進んでいるように思えないわけであります。今年度

に入ってどの程度進んだのか、事務的にどうか、また、測量はしているのか、していな

ければいつから始まるのか、ボーリング調査においても同様で、していなければいつか

らの予定なのか、回答をお願いいたします。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） 宇治田原山手線につきましては、西日本高速道路

ＮＥＸＣＯ及び町で取り組みを行っております。まず、ＮＥＸＣＯにおいて新市街地、

贄田谷区域でございますが、その区間を除く未整備区間約４．２ｋｍの概略設計に着手

していただいております。概略設計の実施に当たっては、大きなのり面や構造物を設け

なければならないと想定される地点３カ所で地権者の了解を得てボーリング調査による

地質の状況を調査しております。 

  概略設計につきましては、近々完了する予定でございます。 

  町の取り組みでございますが、新市街地贄田谷区間における道路詳細設計の協議や、

保安林解除に向けた京都府などとの手続を進めておるところでございます。 

  また、宇治田原山手線整備の効果を高めるための沿道土地利用調査につきまして、委
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託業務を発注し、庁内関係課との協議も行い、取りまとめに向け整理しているところで

ございます。 

  道路建設に向けた取り組みを関係機関と調整し進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 谷口君。 

○７番（谷口重和） それでは、次に、学校給食の食べ物アレルギーについて質問いたし

ます。 

  ６月の委員会でも触れましたが、今、全国で３０万人以上の学童が何らかの食べ物ア

レルギー問題を抱えているという中で、宇治田原町だけは安全であると絶対視はできな

いと思うわけであります。 

  昨年１２月２０日、東京調布市の市立小学校で女子児童が給食後に死亡されました。

亡くなった５年の女児は、小児ぜんそくと牛乳、乳製品、ピーナツの食べ物アレルギー

があり、エピペン（全身性の即時型過敏アレルギー症状を一時的に緩和する自己注射

薬）を常時携帯していたが、事故当日は、粉チーズを抜いたじゃがいものチヂミが配食

されたが、その後、おかわりに粉チーズの入ったチヂミが配食され気分が悪くなって、

調理員と担任、当時は任意だった保護者のチェック漏れがたまたま重なり、担任はエピ

ペンを打とうとしたが、女児が打たないでと答えたので初期対応がおくれたと、そして、

調布市の報告書は、女児の場合、気分が悪いと訴えてから１４分の対応が生死の分かれ

目になっていると書かれています。 

  宇治田原町においては病院も遠く、間違いました、チェックが不十分でしたでは済ま

ないことで、教職員に対する食べ物アレルギーの指導研修及び防止策と有事のときの初

期対応は病院また診療所とのホットラインはできているのか、エピペンの取り扱い等も

含め、お考えそして今後の方針なりをお聞かせください。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） 食物アレルギーを持つ児童・生徒の把握につきましては各校を

通じて行っており、保護者から提出いただきました保健調査票により対象となるアレル

ギー食材の内容、アレルギー反応があらわれた際の症状や対処法などについて確認いた

しております。 

  その結果、現在のところは牛乳に係る対象者４名に対してのみ除去による対応を行っ

ております。それ以外のアレルギー食材については除去の対応はしておりませんが、保

護者から担任、養護教諭等に相談いただく中で対応が必要な場合は、献立表、配合割合
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の入った成分表を提供し、保護者の方に食べるか否かの判断をお願いいたしております。 

  今日までのところ、本町においては議員御指摘のような対応を誤れば命の危険に直面

するといった重篤なアレルギー事象はございませんでした。しかしながら、このような

事象や事案がいつ起こり得たとしても即時に対応できる体制と環境の構築は必要不可欠

であると考えております。 

  食物アレルギーを持つ児童・生徒への対応といたしましては、担任や養護教諭が給食

に関して注意を払うとともに、共同調理場との連絡調整を密にする必要がございます。

ただ、学校によって危機管理体制のマニュアル対応はなされているものの、食物アレル

ギーに特化した対応のマニュアル化はございませんので、各学校の教職員がアレルギー

を持つ生徒についての情報を共有するほか、有事の際における対応やさまざまな研修な

どを盛り込んだマニュアルづくりも行わなければならないと考える次第であります。 

  現在、エピペンを持参しなければならない症状を有する児童・生徒はおりませんので、

具体的な対応策は定めておりませんが、有事の際の校医や主治医との連絡体制は整備し

ております。 

  議員御指摘のように基本である食物アレルギーへの理解、組織としての対応マニュア

ルの整備を行い、子供たちが安心・安全で楽しい学校生活が送れるよう対応してまいり

たいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 谷口君。 

○７番（谷口重和） それでは、質問の総括といたしまして、１番目の町長の政治姿勢に

ついてでは、１万住民のために絶えず中立で公平公正な町政運営をお願いし、副町長人

事とつけ加えまして庁舎の件も次の１２月議会では答えを出していただきたい。 

  ２番目の山手線の進捗状況につきましては、概略設計が近いうちに完成の予定という

ことですので、でき次第、報告をよろしくお願いいたします。 

  そして、３番目の学校給食の食べ物アレルギーにつきましては、有事の際の校医や主

治医との連絡体制の整備や組織としての対応マニュアルの確立を急ぎ、子供たちが安

心・安全で楽しい学校生活が送れることをお願いし、私の質問を終わります。 

○議長（田中 修） これで、谷口重和君の一般質問を終わります。 

  引き続きまして、５番、今西久美子君の一般質問を許します。今西君。 

○５番（今西久美子） ５番、今西久美子でございます。通告に従いまして一般質問を行

います。 

  大きく２点ございます。１点目は、生活保護基準の引き下げについてであります。 
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  生活保護制度が総合的に見直され、ことしの８月１日から生活保護基準が引き下げら

れました。今回の基準の引き下げは３年間連続で最大１０％にも達し、戦後最大の歴史

的な大改悪となっております。子供さんが多い世帯ほど削減額が大きくなり、子供の貧

困にも拍車をかけることとなります。削減額は今年度で１５０億円、３年間かけて

６７０億円、６．５％。今年度は年末に支給をする期末一時金につきましても７０億円

削減するとしております。今回削られる生活扶助費というのは、食費や光熱費、衣類な

どに充てられる生活費そのものであり、生活を切り詰める貧困世帯をさらに追い詰める

こととなります。 

  まず最初に、町内の受給者への影響をどう見ておられるのか、お聞きをいたします。 

○議長（田中 修） 奥谷福祉課長。 

○福祉課長（奥谷 明） 国の生活保護基準引き下げの影響につきまして御答弁申し上げ

ます。 

  国では、生活保護制度の総合的な見直しの一環として、本年８月１日から新たな生活

扶助基準への改正が行われました。その考え方につきましては、年齢、世帯人員、地域

差による影響の調整、前回見直しの平成２０年以降の物価動向の勘案。従前は一律に人

数倍しておりました期末一時扶助の実情に合わせた見直し等を平成２７年度までの３年

程度をかけて段階的に行うものでございまして、その全国的な影響額につきましては、

議員御指摘のとおりでございます。 

  こうした中、本町は社会福祉事務所を置かない町村部であり、京都府が生活保護に関

する事務を行っておりますことから、今回の改正に伴う影響について確認いたしました

ところ、現受給者の新基準による積算を行った結果、生活保護が廃止となる方は本町に

はおられないとの回答でありました。 

  今回の制度改正に関しては、保護基準の引き下げばかりがクローズアップされており

ますが、社会情勢の変化や生活困窮者の就労・自立支援策の強化など総合的な対策の方

向性を考えれば一定の理解もしているところでございます。 

  しかしながら、大半の受給者世帯において生活扶助基準が下がり、また、世帯の人数

が多いほど減額の幅が大きくなる仕組みとなっていることは事実であり、現受給者の生

活状況等につきましては、京都府のケースワーカー等とも十分連携の上、しっかりと状

況把握に努め、各種相談等にも対応してまいりたいと考えておりますので、御理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 今西君。 
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○５番（今西久美子） 今、保護基準の引き下げばかりがクローズアップをされていると

いう御答弁がございましたけれども、これが本当に影響が非常に大きいということで、

当然のことだというふうに思います。また、生活保護基準の引き下げの影響は受給者だ

けにはとどまりません。今回の引き下げで町内の受給者で受けられなくなる人はいない

という御答弁でしたけれども、国民生活の最低ラインを示す生活保護基準というのは、

低所得者世帯に対する各種の支援施策の指標としても使われております。影響する制度

は、例えば、小中学生への学用品代や給食費を支給する就学援助、個人住民税の非課税

限度額の算定、それに伴って保育料や医療・介護の保険料の減免制度など、保護基準に

連動するものは国が示すものだけでも４０近くあるというふうに言われております。さ

らに、この基準につきましては最低賃金もこの生活保護基準を下回らないということが

法律で明記をされております。保護基準引き下げによって負担増になったり、今まで利

用できていた制度から締め出されたり、利用ができなくなったりすると、こういう影響

が町の施策についてあるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（田中 修） 奥谷福祉課長。 

○福祉課長（奥谷 明） 先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回の制度改正により生

活保護が廃止となる方は本町にはおられず、また、本年度においては現受給者以外の

方々に直接的な影響が及ぶことはございませんが、生活保護基準の見直しは平成２６年

度以降、介護保険料の段階区分、医療保険等の自己負担限度額等、住民税非課税限度額

を参照している各種制度や、準要保護者に対する就学援助など、生活保護基準を参照し

ている地方単独事業等に影響が及ぶ可能性がございます。 

  国においては、できる限り影響が及ばないようにするため、平成２６年度以降の税制

改正の議論を踏まえて対応を検討するとしており、地方単独事業についても国の取り組

みに基づき各自治体で判断されたいとの通知がされているところでございます。 

  したがいまして、現時点におきましては、どの制度にどのような影響があり得るのか

不明な部分が多く、町独自事業に対しても方向性を確定できる状況にはございません。 

  引き続き国の動向や税制改正議論を注視し、特に生活弱者と呼ばれるような方々へは

できる限り影響が及ばないよう関係各課において対応を検討してまいりたいと考えてお

りますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） 現時点においてはどの制度にどのような影響があり得るのか不明

な部分が多くて、方向性を確定できないというそういう御答弁でした。 
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  ただ、例えば就学援助につきましては、生活保護基準そのものが基準となっておりま

すので、２６年度以降の国の税制改正を待たずしても、町の独自の判断で決定すること

となります。現在、援助を受けている人がどうなるのか、試算ができないのでしょうか。 

  文科省の担当者は、ことしの４月に就学援助の対象だった要保護者については８月以

降も対象とすると。準要保護者については各自治体の判断によるけれども、同様の取り

扱いをお願いしていると説明をいたしました。来年度以降も影響を出さないという方針

を示しはしましたけれども、予算が確保できない限り確約はできないと述べた上で、新

たに就学援助を申請する人に対しても同様だといたしました。 

  生活保護基準の引き下げは３年かけて行われます。基準が下がることで利用できなく

なる家庭が出てくる可能性があるだけでなく、新たに就学援助を受けようとする場合に

も影響が及ぶこととなります。できる限り影響が及ばないようにという御答弁もござい

ましたけれども、町として具体的な対応が必要ではないかと考えます。その点はいかが

でしょうか。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） 現在、準要保護制度の適用を受ける方々が制度改正後において

どのようになるかということにつきましては、新旧基準額を置きかえるだけであれば試

算することは可能ですが、所得の状況や各種要件など変動要因が多々ございますので、

単純に比較することには困難なものがございます。 

  就学援助に対する考え方は法令に基づくものであり、生活保護基準が引き下げられれ

ばそれに合わせて就学援助の基準も下がるものと認識をいたしております。 

  したがいまして、法令の改廃によりそうした事象が見られることは避けられぬことで

はありますが、対象者における激変緩和の観点からも、平成２６年度の対応については

現在近隣自治体の動向も調査する中、内部協議を進めているところです。 

  それ以降につきましては、法令に準拠し対応することが基本であり、現段階において

特段の措置や対応は考えておりません。 

  なお、本町では現在でも緊急経済対策として対象枠の拡大を行っておりますが、ただ

いま御指摘いただいておりますことは目的が異なりますので、包含する予定はございま

せん。 

  ただ、制度改正後の推移を見る中で何らかの対応が必要ではないかとの状況が訪れま

した場合には、検討を行うことはやぶさかでないと考えておりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 
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○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） 先ほども申しましたように、今回の基準引き下げは、受給者だけ

の問題ではございません。大変多くの低所得の皆さんに影響を及ぼす可能性がございま

す。ここははっきりした段階で福祉課がぜひイニシアチブをとってしっかりと状況把握

をして対応をお願いしておきたいと思います。 

  就学援助につきましても、所得が上がって就学援助から外れる、これは仕方のないこ

とだと思いますが、制度の改悪によって今まで受けられていたものが受けられなくなる、

こういうことが絶対にないように、そこは町としての対応をしっかりお願いしておきた

いと思います。 

  現行の生活保護制度の１９５０年以降、基準の引き下げは２回行われました。

２００３年度に０．９％、２００４年度に０．２％、この２回だけでございます。今回

の削減幅は過去に例を見ない大変大幅なものであります。減額対象も受給世帯の９６％

に上ります。先ほども申しました最大１０％減額される世帯も出てきます。月２万円も

カットされる夫婦子供２人世帯も生まれます。子供の多い世帯では、これ、町内の方で

すけれども、６月と比べて３万円も減ったと、こういうお話も伺いました。貧困世帯に

さらなる貧困を強いる削減計画は、全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障

した憲法２５条にも反するものであります。住民税非課税につきましては、国において

平成２６年度以降の税制改正で対応を検討すると、そういう御答弁もございましたけれ

ども、結論を先延ばししただけで、国民生活の最低生活ラインの目安の大もとである保

護基準を引き下げておきながら、連動する制度の水準を維持しようということは成り立

ちません。先ほどから述べておりますように、受給者だけの問題ではなく、多くの住民

に、特に低所得者層に大きな影響を及ぼす問題であります。 

  貧困に苦しむ国民に手を差し伸べない国に未来はありません。日本を貧困底無し社会

にする保護基準の引き下げそのものをやめるべきであると思います。 

  町長は、常々、民間の経験も生かしていかに住民目線で弱者の立場に立って物事を見

ることができるかが重要だとおっしゃっております。今回の保護基準の引き下げはまさ

にその目線が大事であるというふうに考えます。このような制度改悪に対し、町長の御

認識を伺うとともに、国に対して引き下げの撤回を要請していただきたいと思いますが

いかがでしょうか。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 今西議員の御質問にお答えをいたします。 
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  生活保護制度は、昭和２５年の法律制定以来、抜本的な見直しがなされず、その制度

的な疲労はもはや限界に達しているとの意見が出るほどまでになっておるところでござ

います。 

  こうした状況を踏まえ、国では不適正受給対策の強化や、医療扶助の適正化など、生

活保護法の改正、生活困窮者の就労、自立支援のための新法の制定、生活保護基準の見

直し等を柱とする総合的な改正が実施されておるところでございます。 

  私といたしましては、生活保護制度という国民に対するセーフティネット機能は国家

責任において堅持されるべきものであると考えており、これまで、国と地方とがこれだ

けの時間と議論を費やし、また、各種検証も詳細に進められた結果、このような一定の

到達点に達したものであると理解しており、現時点においては、制度そのものについて

は、今後、状況を慎重に見守っていくことが賢明ではないかと考えております。その上

で、本町住民に対する対応等については、十分な検討を行うとともに、今後の状況を十

分見きわめる中で、各種機会を通じて地方自治体としての意見を述べていきたいと考え

ておりますので、御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） ただいまの御答弁につきましては、非常にがっかりであります。

私は、先ほどから生活保護制度全般について聞いているわけではございません。基準の

引き下げについてお聞きをしています。先ほども申しました、非常に影響が大きいから

でございます。実際に、町内の受給者がより厳しい生活を強いられている現状をどう見

ておられるのでしょうか。 

  ことしの３月議会の一般質問への御答弁で、西谷町長は、１万住民の暮らしを守るリ

ーダーとして、政権政党である自由民主党や京都府に対しても、住民の立場で是非をし

っかり申し上げてまいりたいとされましたが、先ほどの御答弁では、見守っていくのが

賢明だと、こういうふうにお答えになりました。これでは全く国の言いなりであります。

今回の改悪は、住民の暮らしを守る立場とは全く相入れません。これほどの改悪に撤回

も反対も表明できないどころか、国に対して一言も言えないようでは、１万住民の暮ら

しなど到底守れないということを厳しく指摘をしておきたいと思います。 

  それでは、２問目の有害鳥獣の対策についてお伺いをいたします。 

  １点目は、宇治田原町鳥獣被害防止計画についてお聞きをいたします。 

  我が町では、平成２３年３月に宇治田原町鳥獣被害防止計画を策定され、この３年間

で被害を半減すると、軽減目標を半減するとうたわれました。ことしが最終年度となる
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わけですけれども、その進捗についてお聞きをいたします。 

  また、昨年度、猟銃及びおりわな免許を取得された方は何人でしょうか。担当課職員

につきましても何名が免許を取得し、取得後どのような活動をされているのかお聞きを

いたします。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） それでは、宇治田原町鳥獣被害防止計画についてお答えし

ます。 

  議員御指摘のとおり、本町では平成２３年３月に宇治田原町鳥獣被害防止計画を策定

し、有害鳥獣による被害が増加する中で、被害の軽減及び防除対策を実施してきたとこ

ろでございます。 

  御質問にありました計画の進捗状況でございますが、被害の目標軽減を掲げています

イノシシ、猿、鹿のうち、猿、鹿につきましては、作成年度前年の平成２１年度に比べ

ますと、正確なデータではございませんが、平成２４年度では大幅な軽減を図れました。

ただし、イノシシにつきましては、平成２３年度から取り組んでいます鳥獣被害防止特

別措置法に基づいた国庫補助による電気柵の設置により、広範囲にわたり出没いたしま

した有害獣が手薄な場所に出没する傾向が見られますことから、今後、電気柵の設置を

さらに進める中で、最終年度となります本計画により、引き続き被害の軽減及び防除対

策を実施してまいりますとともに、次期計画においてイノシシの捕獲駆除に重点を置い

た計画もあわせて検討してまいりたいと考えていますので、御理解賜りますようお願い

いたします。 

  また、昨年度に狩猟免許を取得された方は、おりわなの免許で２名となっています。

産業振興課職員では担当職員が１名、おりわなの免許を平成２３年１２月に取得しまし

て、本課の職員で組織します鳥獣被害実施隊の中心的立場で、綴喜郡猟友会宇治田原支

部と連携する中、有害鳥獣の捕獲駆除に取り組んでいます。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） 猿と鹿につきましては被害が大幅に軽減をされたという御答弁で

した。ただし、正確なデータはないということでした。 

  これまで被害のなかった、例えば南地域におきましても、最近、猿が出没をして農作

物を荒らすという被害が新たに出てきております。被害防止計画の中で、半減という数

値を挙げている以上、被害の状況をきちんと把握をするべきであると思うわけですが、

その点はいかがでしょうか。 
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  それと、町職員のおりわな免許の取得、現在１名という御答弁でした。以前の御答弁

では複数職員の取得を目指すというふうにされておりましたけれども、今後の予定につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） ２回目の御質問にお答えします。 

  被害の状況につきましては、農家や農業協同組合、また、農業共済等の聞き取り調査

をする中で被害状況を把握しています。 

  議員御指摘のとおり、被害状況を的確に把握することは重要であると認識していると

ころですが、１年を通して被害状況を把握することは、被害農家にとってさらなる負担

となり得ますので、把握の手法について、先進自治体の事例を調査するなど検討してま

いりたいと考えています。 

  本町といたしましては、何よりも有害鳥獣の個体数を減らすことが被害軽減につなが

ると考えていますので、引き続き計画的に被害防除対策を実施してまいりたいと思いま

す。 

  また、町職員の免許の取得につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、綴

喜郡猟友会宇治田原支部との協力体制のもと、有害鳥獣駆除を実施していますことから、

支障なく業務を行っているところでございますが、複数職員の取得は必要であると考え

ており、免許の取得経費、または更新費用も鑑みる中で、引き続き検討してまいりたい

と考えています。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） それでは、次の野猿対策についてお聞きをいたします。 

  先ほども猿の被害については大幅な被害の軽減があったというお話でした。この間、

野猿につきましては、非常に対策を強化もしていただいて、大型おりの設置等、取り組

んでいただいてまいりました。その後の被害の状況をもう少し詳しくお聞かせを願いま

す。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） 野猿対策についてお答えします。 

  野猿対策につきましては、宇治田原町有害鳥獣駆除対策協議会におきまして、委員の

皆さんから被害の報告や要望をいただく中で、計画的に被害防除対策を実施していると

ころでございます。 

  具体的には、綴喜郡猟友会宇治田原支部に有害鳥獣捕獲業務を委託し、夏季、猟期を
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除き、昨年度途中までは週１回の出動をいただいておりましたが、以後毎週火曜日と土

曜日に有害鳥獣の捕獲、駆除を行っていただいております。そのほか、国庫補助事業を

活用しましての有害鳥獣動向等調査事業、いわゆる追い払い事業を平成２４年度の週

４日から週５日に強化して実施してきたところでございます。 

  今後も引き続き被害防止対策を講じるとともに、野猿の群れの勢力を低下させるため

に、京都府と個体数調整の協議を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） それでは、３番目のイノシシ、鹿対策についてお聞きをいたしま

す。 

  最近、鹿については、特に、本当にふえているなという印象を持っております。農地

におきましては電気柵による防除をされておりますけれども、鹿やイノシシにつきまし

ては農地だけでなく、民家の庭先まで出没をしてきていると、特に、私がお聞きしたの

は郷之口地域の方ですけれども、旧道沿いに出てきて交通事故なんかが起こるのではな

いかという、そういう心配もしているというお声でございました。 

  郷之口から出されております田原川沿いにフェンスを設置してほしいと、こういう要

望につきまして、以前の平成２３年１２月議会のときに、区と協議をするという御答弁

がございましたけれども、その後、どうなりましたでしょうか。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） 御質問のありました田原川沿いのフェンスの設置につきま

しては、郷之口区から一般要望として提出いただいたところでございますが、有害鳥獣

対策として国庫補助事業を活用しましての電気柵等設置補助事業を既に実施され、一定

の効果が発揮されているところでございます。そのようなことから、フェンスの設置要

望は有害鳥獣対策に係ります補助事業としては活用できないこととなりますので、設置

済みの電気柵を応用される等の対応をお願いさせていただいたところです。 

  また、鹿、イノシシ等の駆除につきましても、綴喜郡猟友会宇治田原支部の協力をい

ただき、有害鳥獣の駆除を実施し、被害の軽減を図ってまいりたいと考えています。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） 宇治田原町としてはこの間ずっと電気柵による防除を推進してこ

られました。今はそれでいいかと思うんですけれども、今後、将来的なことを本当に考

えたときに、毎年電気代の負担がかかるわけですね。耕作放棄地がふえていくであろう

中で歯抜けのところが出てくる場合も考えられます。さらには、先ほど申しました農地
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以外のところへの被害なども考えますと、電気柵だけでは私は防除できないんじゃない

かなというふうに思っております。現在、京田辺市や甲賀市、また宇治市などでも実施

をされております山際をずっとフェンスで囲うと、こういう方法ですね、ぜひとも今後

検討していただきたいというふうに思うわけですが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） 鹿、イノシシ対策の２回目の御質問にお答えします。 

  鳥獣被害防止特別措置法に基づく国庫補助金のメニューで、金網柵、フェンスの材料

支給がございましたが、電気柵同様、受益者において設置していただくこととなります。

今後も国庫補助金が継続されるかは決定されていませんが、補助の対象となった場合は

設置場所や設置条件、あるいは地権者の同意や進入路等の確保など、解決しなければな

らない問題はたくさんあるかと思いますが、地元との協議は必要に応じて検討してまい

りたいと考えています。 

○議長（田中 修） 今西君。 

○５番（今西久美子） 緊急的な対策として今やっていただいております防除、また、捕

獲や駆除、そういう対応は必要であるというふうに思っております。ただ、もともとと

いえば、人間が山を切り開いて野生生物のすみかを奪ってきた、これが現在の被害の原

因であるというふうに考えております。ぜひとも長期的な視野で、野生生物を山に返す

という取り組みもあわせて実施をしていっていただきたい、このように御要望いたしま

して、私の質問を終わります。 

○議長（田中 修） これで、今西久美子君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。午後１時から会議を再開いたします。 

休  憩   午前１１時３６分 

再  開   午後 １時００分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  空調が故障しておりまして、大変暑い中ではございますが、最後までひとつよろしく

お願いをいたします。 

  それでは、引き続きまして、１番、垣内秋弘君の一般質問を許します。垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、通告に従いまして、１番、垣内秋弘が質問いたします。 

  １件目は、庁舎内における体制強化についてお伺いしたいと思います。 

  その中で、まず１点目は、副町長の選任についてお伺いいたします。この件につきま

しては、午前中、谷口議員の質問と若干重複する部分もあろうかと思いますが、ひとつ
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よろしくお願いしたいと思います。 

  副町長の選任については、ことしの２月の町長選後間もなく、補佐役については必要

であり、体制強化のためにも６月議会までに任命したい、自分は民間企業の出身であり、

行政出身者が適任と思っていると。意中の人はいるとおっしゃっておりました。その時

点で感じたのは、今すぐにでも決まるような口ぶりであったように思ったわけでありま

す。 

  議会の同意なしで進まない人事案件について軽々な発言だなというふうに思いました

が、町長は議会を無視するという、あるいは軽視するというような思いは毛頭ないとい

うふうにおっしゃってまいりました。そして、十分議会とも相談申し上げる中でしかる

べき時期に御提案させていただきたいと御答弁をいただいておりました。 

  その後、６月議会にも提案されず現在に至っているわけでございますが、半年余りに

わたり種々検討されたと思いますが、現在どのような状況にあるのかお伺いしたいと思

います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 垣内議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  副町長人事の件につきましては、午前中の谷口議員の御質問の御答弁に申し上げまし

たけども、議会への相談、また御提案がおくれておりますことに対しまして、おわびを

申し上げる次第でございます。 

  副町長の職は、申し上げるまでもなく、私の補佐役として大変重要な任務を果たさな

ければならない職であり、また、役場の体制強化の面からも早期に選任をしなければな

らない問題と認識のもと、町長就任以来、その選任につきましては努力をしてきたとこ

ろでございます。しかしながら、本定例会会期中には御提案ができない状況にあります。

今後とも可能な限り早期に提案できるように、引き続き選任に向け最大限の努力をして

まいりますので、いましばらくお時間を頂戴いたしますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、２問目の質問に入ります。 

  過日９月３日付の地方紙において、行政経験者で信頼できる人と、ビジョンは一貫し

て変わっていないと、住民や役場職員など、誰から見ても適任と思える人を提案したい、

また、意中の人はいるようだと、このような記事が掲載されておりました。 

  火の気のないところには煙が出ないという言葉がございますが、この記事の内容につ
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いては間違っていないのか、まずもってお伺いしたいと思います。私は、新聞記事とし

て掲載されたからといって別に揚げ足をとったりするようなことは全く考えておりませ

んが、ただ、この内容が町長の本心であるならば、町長の言葉は非常に軽率であると言

わざるを得ないわけであります。 

  以前にも質問させていただいたときに、十分に議会にも相談申し上げる中で、しかる

べきときに提案させていただきたいとお聞きしてまいりました。このたびの意中の人が

ひとり歩きするようでは、どこまで信頼してよいのか疑いたくなるわけでございます。

行政経験者で意中の人はいるがなかなか決まらないと言いますが、なかなか決められな

いのが実態のように受け取れるわけであります。このままずるずると時間だけが経過し

ますと、人選すらだんだん難しくなるような気もいたしますが、今が正念場というぐら

いの気持ちで精力的な選任を願いたいところであるというふうに思います。 

  今後のこともありますので、軽々な発言は慎んでいただきたいと思いますとともに、

１回目の答弁そのものが非常に通り一遍の答弁内容であり、もう一度、町長の本心、熱

のこもったお気持ちを再度お伺いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 副町長の人事に関する地方紙の取材に対しまして、私は行政経験者

で信頼できる人、また、住民や役場の職員など、誰から見ても適任と思える人を選任し

たいとお答えをさせていただきました。しかしながら、これはあくまで副町長人事に対

する私の持っているビジョンを申し上げただけでございます。 

  先ほども申し上げましたように、副町長の職は、申し上げるまでもなく私の補佐役と

して本当に重要な任務を果たしていただかなければならない職であるということを認識

しておるところでございまして、現時点におきましては議会に御提案できない状況にあ

り、まことに申しわけなく思っておりますけども、先ほど議員がおっしゃったように、

今が正念場という気持ちで今後引き続き選任に向けて最大限努力してまいりますので、

御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、３回目の質問をさせていただきます。 

  意中の人はいるがなかなか決まらなければ、片思いの状態が続いていると判断されて

もしようがないわけであります。部長制を廃止されている現在の体制では、副町長の存

在と早急な選任は喫緊の課題であります。庁舎内各部門における課題も山積いたしてお

ります中、早急な体制づくりが必要でありますが、そしたら、町長としていつごろまで
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に副町長の選任をしていくのか、率直な気持ちをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 庁舎の強化体制、このためにも私の補佐役としても、やはり副町長

の選任は私にとりまして本当に最重要課題だと認識をしております。 

  先ほども申し上げましたように、いつごろまでにということはなかなか申し上げにく

いところでございますけども、私自身本当に可能な限り早急に提案させていただきます

よう最大限の努力をしてまいりますので、何とぞ御理解賜りますように心からお願いを

申し上げます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） 今、町長のほうから御答弁いただいたわけですが、具体的な答弁が

なかなか得られなかったわけで、非常に残念なわけでございます。引き続き最大限努力

するとおっしゃっていますが、時期的にも明確な答弁は得られておりません。 

  今後、やはり目標を持って、町長の信念で、ぜひその辺を腹に決めてやっていただき

たいと。そのためには、やはり精力的に、そして住民のために、また庁内の体制強化の

ためにぜひ御尽力いただきますようよろしくお願いいたします。 

  それでは、２点目につきましては、特定部署、特に庁内の建設課の体制強化について

お伺いしたいと思います。 

  長年の懸案でありました新名神の大津城陽間は、昨年４月に凍結解除され、平成

３５年の完成に向けて着々と進められるものと思われます。事業主体はあくまでもＮＥ

ＸＣＯが直接の事業者であり、設計協議あるいはまた工事等はＮＥＸＣＯが主体で進め

ていくものと思われます。また、用地取得につきましては、本年度から本町からも京都

府土地開発公社に派遣し、組織化して対応されております。 

  その中で、本町において新名神、山手線を含めてあらゆる計画、設計、工事関係、そ

して用地問題、地元協議等々、さまざまな課題に対し、かかわりを持って対応していか

なければなりません。窓口は建設課が中心になりますが、複数の課にも影響する内容も

出てくると思われるわけであります。 

  先ほどの質問の、副町長が存在すれば調整することも比較的安易と思われる内容は、

不在の状態では、建設課を中心に負担がかかり過ぎて対応ができるのか懸念が生じるわ

けであります。町長は建設課を中心にした体制強化をどのように図っていこうとされて

いるのか、考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 
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○町長（西谷信夫） 各部署の体制強化等につきましては、現在総合的に検証しておると

ころでございますが、御質問にありました新名神高速道路及び山手線事業化に伴う事務

については、今後予想されることは、設計協議として地元４地区との協議や、行政課題

として既存の公共施設、道路、水路、農道等の機能への対応、また、宇治田原山手線で

は、新市街地区間の事業化、そして緑苑坂以北の現地詳細測量、現地立会測量、用地交

渉、地権者調査等、新名神高速道路関係では、用地買収、現地立ち会い、境界確定作業

に伴う公有地、道路、水路、里道等の立ち会い等、大変事務事業が増大してくるものと

存じております。ますます多様化してくるものと考えておりますので、至急に体制づく

りに努めてまいりたいと存じます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、２問目の質問をいたします。 

  庁舎内でローテーションを図りながら体制強化することも必要ですが、専門的な部分

も含めて補強していくことも必要かというふうに思うわけであります。 

  集団茶園の造成工事のときは、府から派遣され、推進室が設置されておりました。今

後府等への要請等も行い、そして、プロジェクトチーム的な取り組みも検討すべきでは

ないかというふうに思うわけでございますが、町長の考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 先ほどの御質問にも御答弁申し上げましたけれども、やはりますま

す事務事業が増大してくるものと存じており、総合的に検証しているものの、一刻も早

く専門的な技術、知識を有する、しかも実績のある職員等の配置が重要と考えておりま

して、あらゆる方策を検討する中で、至急に体制づくりに努めてまいりたいと存じます

ので、御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、３問目の質問を行います。 

  先ほどの御答弁で事務事業が増大してくるものと存じており、ますます多様化してい

るものと考えておると、早急に体制づくりを進めたい、努めたいというお答えをいただ

きました。 

  人数換算でどれぐらいの工数が不足すると判断されているのか、事業に支障を来して

はいけませんし、具体的な対応策のめどづけをお聞きしたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 職員の配置数についても、総合的に今現在検証しておりますけども、
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事務事業の増大に伴う内容によって、定員適正化計画の見直しも含めて、御質問のあり

ました件については早急に体制づくりに取り組んでまいりたい、そして、支障が起こら

ないように努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようにお願いを申

し上げます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） 今のこの件に関しましては、その時々の業務内容、あるいは事業内

容によりタイムリーに対応することが、こういった小さい自治体に課せられた使命であ

るというふうに思うわけであります。適材適所の配置を含めて、早急に機構改革を行い、

実効の上がる体制を構築願いたいと、このように考えておりますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

  それでは、２件目の質問を行います。 

  行政評価システムにつきまして、質問をいたします。 

  そもそも行政評価の目的の第一は、職員が目的意識を持って業務を遂行することにあ

ります。これは、職員が評価シートを記入することで事務事業の目的を再認識し、目的

意識を持って業務を遂行することを目指すことが重要なポイントであります。 

  ２つ目に、ＰＤＣＡサイクルを確立することです。業務の質、量、進捗状況を把握す

る仕組みを設定し、マネジメントに必要な情報を収集、分析し、マネジメントサイクル

の確立を目指すことであると思います。 

  ３つ目は、住民への説明責任を果たすことが重要であります。行政評価の取り組み、

評価結果を公表することで、住民と町が信頼関係を構築することであります。住民と職

員が事業の必要性を共有できるようにすることだというふうに思うわけであります。 

  また、行政評価システムは事務事業を改革し、さらに高いレベルにチャレンジする上

において、マネジメントサイクルを有効活用し、活動内容と成果、取り巻く社会状況な

どを総合的に踏まえて評価を行い、その結果を今後の施策の事業改善に反映させ、より

よい行政サービスを行わなくてはならないと思うわけであります。 

  本町は平成１９年度以降に検討する委員会を発足し、平成２０年度から３年間をめど

に、順次事務事業の評価を実施しながら順次幅を広げつつ定着を図っていきたいとの思

いで進めてこられたというふうに解釈もしますし、思うわけであります。 

  ますます多様化する住民のニーズに的確に対応することも重要でありますが、その後

の経過と進捗状況につきまして、お伺いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 馬場企画課長。 
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○企画・財政課企画課長（馬場 浩） 議員御指摘のとおり、本町では平成１９年度に大

学教員３名の委員で構成する行政評価システム検討委員会を設け、以降、本町の実情に

合った行政評価のあり方について、専門的見地から御指導、御助言を仰ぐ中で、よりよ

い評価システムの構築に向け取り組んできたところでございます。 

  昨年度からは、効果的な行政評価の実施、効率的な行政運営の観点から、事務事業調

書を新たに見直し、全ての主要事業について評価を行ったところでございます。行政評

価を行うに当たりましては、その事業の必要性、妥当性、有効性などを改革の視点で精

査するとともに、その評価結果を、次年度以降の政策立案、予算査定につなげるよう取

り組んでいるところでございます。 

  評価結果の公表につきましては、行政の透明性及び住民に対する説明責任を果たすた

めに重要な手法と考えております。本年３月に策定いたしました第５次行政改革大綱の

実施計画におきましても、平成２７年度に評価結果の公表を掲げており、今後、行政評

価システム検討委員会等の専門的見地から、御指導、御助言を仰ぐ中で、公表の方法、

内容等については、積極的な検討を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

  今後とも、事業の必要性・妥当性・有効性などの観点から、行政評価を点検、評価す

るＰＤＣＡサイクルの有効なマネジメントシステムの手法として認識し、行政評価結果

と政策立案、予算査定が有機的な連携を図れるよう、鋭意取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、２回目の質問をいたします。 

  施策評価は、各施策の達成感、優先度、資源配分を測定し、今後の施策展開の方向性

を決める材料とするものであります。 

  以前、この行政評価は有効な制度となるよう継続的な取り組みを進めてまいりたいと

いうふうに伺ってきたわけであります。平成２４年度から全ての主要事業において評価

されているとお聞きしましたが、部署によっては評価の価値観も変わってくるというふ

うに思うわけであります。ややもすると報告のための報告書づくり、評価報告のための

評価制度にならないかと懸念するところでありますが、平成２４年度実施された成果と

課題について、そして、平成２５年度にどのように結びつけていくのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（田中 修） 馬場企画課長。 

○企画・財政課企画課長（馬場 浩） 平成２４年度の成果といたしましては、ＰＤＣＡ
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サイクルの流れを明確にした事務事業調書の見直しを行った上で全ての主要事業の評価

を行ったことで、必要性・妥当性・有効性といった行政評価の重要な要素はもちろん、

各所属でも独自にＰＤＣＡサイクルが行え、各所属においてもその重要性が再認識でき

たと考えておるところでございます。 

  一方、課題といたしましては、行政評価はそれぞれ特性、目的の異なる事業を必要

性・妥当性・有効性といった同じ物差し、同じ尺度で評価し、その結果により価値判断

しようとするところに無理があると一般的に言われているところでございます。先ほど

御答弁させていただきましたとおり、本町におきましては、その評価結果を次年度以降

の政策立案、予算査定につなげるよう取り組んでいるところではございますが、必ずし

も全ての評価結果の内容が反映された政策立案、予算査定結果となっているとは言いが

たく、評価結果と政策立案、予算査定がいかに有機的に連携を図れるようにするかが課

題と考えているところでございます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、３回目の質問を行います。 

  この制度が軌道に乗り、常にＰＤＣＡサイクルが効果的に運営されているような状態

を築くため、定着に向けての施策をお伺いしたいと思います。 

  そして、先ほどの御答弁で、平成２７年度に評価結果の公表を掲げていくとおっしゃ

ったわけでありますが、もっと前倒しができないのか、また先々定期的に公表するとか、

あるいはまた毎年公表し定着をさせていくことが大事でありますが、このことによって

職員の意識も変わってくると思いますが、どのように判断されているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（田中 修） 馬場企画課長。 

○企画・財政課企画課長（馬場 浩） 現在取り組んでいる行政評価システムは、行政運

営のかなめであるとの職員等への意識の構築により、ＰＤＣＡサイクルの定着を図って

まいりたいと考えております。 

  また、平成２７年度評価結果の公表の前倒しにつきましては、行政評価の結果が単純

に次年度以降の政策、予算に連動するものではないこともあり、また、評価の内容や質

の標準化をいかに図るかといった課題もありますことから、評価結果を公表することに

より住民に誤解を与えることがないよう、公表の方法、頻度、内容等について専門的見

地から御指導、御助言を仰ぐ中で慎重に検討を行ってまいりたいと考えておるところで

ございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） ただいまの行政評価システムの構築につきましても、職員に過度に

負担がかかったり、あるいはまた一時的なものに終わってしまう、そして一部の人がや

っているというようなことでは必ずしも好結果には結びつかないというふうに思います

んで、町全体がやはりその気になって、そして意識をしながら日常の業務を遂行できる

ようによろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、第３件目の質問をさせていただきます。 

  新市街地の山手線整備につきましてお伺いいたします。この新市街地における砂利採

取及び隣接する宇治田原山手線への影響についてお伺いいたします。 

  新市街地区域における砂利採取は長年にわたり行われてきましたが、平成２５年８月

に終了予定でありましたが、埋め戻し等のおくれもあり３年間延長されたことは、この

前の６月議会定例会においても確認してまいったところでございます。この段階でほぼ

当初の目的を達成するものと思われます。 

  当該区域は宇治田原山手線の計画区域であり、今後事業化に向けての取り組みを進め

るには、諸課題を整理しクリアしていく必要があろうかというふうに思うわけでありま

す。 

  新名神高速道路の建設に伴い、宇治田原山手線の重要性は全ての人々の共通認識であ

るというふうに思うわけであります。今後における当該地域の整備方針について、どの

ように考えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） 新市街地内の宇治田原山手線は従前より先行して

整備を進めてまいりたいと考えている区間でございます。 

  近接して実施されてきました砂利採取行為が一定完了し、跡地復旧に向けて取り組ま

れていることから、事業者との連携により整備に向けて事業手法、事業区間などについ

て課題を整理するべく協議しているところでございます。 

  整備に向けましては、町道としての位置づけが必要となることから、今議会におきま

して町道認定をお願いさせていただくほか、道路整備に伴い保安林解除が必要となりま

すので、関係機関と具体的な解除手続を進めており、諸課題の整理ができた段階で事業

化してまいる予定でございます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、２回目の質問をいたします。 
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  ただいま御答弁いただいた中で、道路整備上保安林解除が必要となってくる部分が発

生するということで、当該地域においてネックになるというふうに思われるわけでござ

います。現在解除手続をされているようですが、本来なら当初計画の中で組み入れて進

捗すべきであったというふうに思われますが、おくれていたのは何が障がいになってい

たのかお聞きしたいと思います。 

  いずれにいたしましても、保安林解除されたとしても、そこから新たな事業が発生す

るわけであり、山手線の道路整備上大きなダメージにならなければよいわけであります

が、今後どのような日程計画で進めようとされているのか、ここでの完了に至るまでの

見通しについてお伺いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） 宇治田原山手線は、平成３年に都市計画決定をし

ております。計画道路法線が保安林内を通過するような場合には、事前に関係機関と保

安林の取り扱いに対し協議することとなり、例えば、銘城台付近でありますと、ルート

検討の段階から協議を行っております。 

  新市街地内のルートにつきましては、道路本線が保安林内を通過するものでなかった

ことから、事前の調整対象には含まれておりませんでした。 

  今後新たな課題ということでございますが、施工段階に入りますと、現場の施工監理

を適切に行うため工程会議や現場施工状況の確認を頻繁に行い、適切に施工されるよう

に努めてまいりたいと考えております。 

  工程につきましては、工事着手時期が明確になっておりませんが、着手後おおむね

３年で道路を概成する計画でございます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） それでは、３回目の質問をいたします。 

  この地における一連の事業がおくれれば、山手線への影響は必至であります。また、

砂利採取地は山手線が通るだけでなく、新市街地を横断するアクセス道路、いわゆる南

北線の終点地域にもなるわけでありますが、山手線とあわせアクセス道路南北線の残り

５００ｍ分は、今回の山手線の総合的な計画の中にはもともとは入ってないわけであり

ますが、新市街地の整備と、そして新名神の工事用道路として考えたときは、目的は若

干違っていても有効な道路として位置づけることができるというふうに思うわけであり

ますが、アクセス道路南北線の今後の計画なり、そして山手線合流地点の周辺整備につ

いて、町長としてのお考えをお聞きしたいと思います。 
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○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 町道南北線につきましては、新市街地内の土地利用を促進する観点

から計画をさせていただいた路線でございます。 

  今後新市街地内の土地利用が促進される中で、整備を行うべきものと考えておるとこ

ろでございまして、したがいまして、山手線整備とは切り離して整備すべき路線であろ

うかと考えておりますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 垣内君。 

○１番（垣内秋弘） 以上で終わります。 

○議長（田中 修） これで、垣内秋弘君の一般質問を終わります。 

  引き続きまして、３番、青山美義君の一般質問を許します。青山君。 

○３番（青山美義） ３番、青山美義が通告に従いまして一般質問を行います。 

  まず最初に、安心・安全対策についてでございます。 

  湯屋谷地域の連絡道の新設であります。大雨や暴風雨などの自然災害は私たちの暮ら

しに突然襲いかかり、大きな災害をもたらします。最近では、全国的に大雨や土砂災害

等が発生しています。未然に防ぐ対策が必要と考えるところであり、特に、中谷地域で、

例えば、川下で土砂災害、通行どめ等々が発生した場合、川上の住民が孤立し、日々の

生活に大きな支障が発生するものであり、将来、子供たちがこの地で生まれ育って、住

んでよかったと思えるまちづくりの一環として道路環境整備をやらなくてはならない、

こうした観点からの住民の生活を守るためにも、中谷地域の横断連絡道は住民生活に密

接な重要道路になるものであります。 

  早期の実現に向けた努力をお願いいたしたいと思うところであります。西谷町長の英

断を望むところであります。１回目、終わります。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 青山議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  湯屋谷地区におきましては、急峻な地形で河川もあることから狭隘な道路形態となっ

ております。地形上の制限を受ける中で、河川に床版をかけることにより道路幅員等拡

幅を実施し、現在は、郷之口湯屋谷線の整備、また、京都府の治山堰堤工事に合わせた

ルートの確保などにより、安全性を高める検討をしておるところでございます。 

  御指摘の中谷地区でございますが、急峻な地形であり、これまでよりも検討した経緯

もございますけども、当該地域にお住まいの方々の安全・安心の確保の観点から、どの

ようなルートが確保できるのか引き続き調査、検討してまいりたいと考えておりますの
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で、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 青山君。 

○３番（青山美義） それでは、２回目に入ります。 

  今の中谷地域におかれましても、今後下水道工事等々が予想される中で、常に通行ど

め等々がありますと、日常生活に支障があるところであります。障がいであります。そ

うした観点から、早期に実現をお願いしていきたいと思いますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

  ２問目に移ります。 

  山手線について。宇治田原山手線の早期開通により、近畿の中心に位置し、申し分の

ない条件にもかかわらず、なぜもっと発展しないのか、それは朝夕の交通停滞以外考え

られません。凍結していた第二名神も解除され、あとは町内の渋滞を緩和すれば企業誘

致も実現し、ひいては雇用対策につながり、都市計画道路山手線の全線開通を促進し、

住民の生活の利便性、安全性、快適性を確保し、山手線ができることにより、経済の活

性化、まさに打ち出の小づちであります。 

  宇治田原町のあすの将来のため、早期の開通に向けてのプロジェクトチームを立ち上

げる考えはないのか、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、お答えいたします。 

  新名神高速道路建設の事業化が進む中で、宇治田原山手線の具体的な整備に向け取り

組んでいかなければならないことは十分認識しておるところでございます。実現に向け

て、庁舎内一丸となって取り組むべきと考えておりますが、限られた職員体制、技術職

員数などの多くの制約がありますので、当面、建設・環境課を主担当として取り組むこ

ととしています。 

  プロジェクトチーム設置との御提案でございますけども、宇治田原山手線に限定した

場合、他課との連携は限定的であり、現体制で対応できるものと認識しておりますが、

しかしながら、新名神高速道路の建設事業が具体化していく中では、おのずと限界もあ

ることから、新名神高速道路及び宇治田原山手線整備に係る事務を円滑に進めるために

は、体制強化をしっかりと図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 青山君。 

○３番（青山美義） いろいろ難しい問題だとは思います。しかしながら、先日、東京オ
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リンピックも決まったことは、安倍総理の指導力のもと、また皆さんの御協力のもとで、

日本国にオリンピックが７年後に来るということで、そういったことで、プロジェクト

チームを組まれた成果が今日のオリンピック招致につながってきたんじゃないかなと考

えるところであります。 

  そうしたことから、人数的な部分はありますけども、今後はそういった部分で専門的

な人選で取り組んでいかれるよう望みまして、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（田中 修） 引き続きまして、６番、原田周一君の一般質問を許します。原田君。 

○６番（原田周一） 通告に従いまして、６番、原田周一が質問いたします。 

  １件目は、介護予防についてお尋ねしたいと思います。 

  今月４日に厚生労働省は、要支援者向けのサービスを介護保険給付から市町村事業へ

移すという案を諮問機関の社会保障審議会介護保険部会に提示いたしました。

２０１５年から２０１７年度の３年間で完全移行する内容になっています。これは、過

日、政府の社会保障制度改革国民会議が軽度者向け給付見直しを打ち出した措置であり、

介護保険部会ではこの案に賛成する意見が大勢を占めたとのことです。 

  見直し案では、要支援サービスを介護保険の対象から外し、市町村が独自に高齢者の

日常支援を行う地域支援事業に一本化するということですが、実施されれば市町村間で

サービス内容に大きな格差が出ることが予測されます。 

  知り合いのケアマネジャーに聞いたところでは、改正後は、現在の介護保険給付と同

じようなサービスの量、質において賄えるとは考えにくい。また、必要なショートステ

イやデイサービスを使うことができなくなり、軽度な段階で必要なサービスを受けられ

ないことでかえって重症化することが懸念されるなどの意見がありました。現在の要支

援２の方が要支援状態でいられるのは、介護保険制度基準のもと、デイサービスなど専

門家によるしっかりとしたサービスを利用できているからだと思います。 

  本町の高齢者は近隣市町村に比べ元気な人が多いと思います。２０００年の介護保険

創設時には、サービス量について、これからは社会保険制度になることでもあり、必要

なサービスがだんだん整備されるようになると言われておりました。本町の高齢者介

護・福祉計画では、平成２４年度の要支援２の方が５４人から、平成２６年度では

５８人と推計されています。現状の介護保険給付費と認定者数の伸びはどうか、お尋ね

いたします。 

  昨年の衆議院選、また、先般実施されました参議院選の結果から改正は必然でありま



６５ 

す。２０１４年の消費税率の引き上げが５から８％へ、また、２０１５年度には８％か

ら１０％に実施される計画で、また、国の現在の第５期介護保険事業計画も、

２０１５年には第６期介護保険事業計画が始まり、その際、市町村の保険料改正なども

計画されております。 

  これらの実情を踏まえ、改正実施後、本町の受け皿はどうでしょうか。現在のサービ

スが維持できると予測されるのか、また、よくなるのか悪くなるのかお尋ねして、１回

目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 谷村健康長寿課長。 

○健康長寿課長（谷村富啓） 介護予防についてお答えします。 

  御質問の現状の介護保険給付費と認定者数の伸びでございますが、要支援１、２の

方々には、訪問や通所などの居宅サービスを主として提供しており、平成２４年度実績

では２，３４２万円余りの給付費となっており、平成２３年度と比較しますと９６万円

の減となります。平成２４年度の要介護認定者においては、要支援１が２６人、要支援

２が６５人で、合計９１人の方が認定を受けています。平成２３年度８７人と比較しま

すと若干ふえている状況です。また、今年度８月末の要支援認定者数は１０１人で、年

度ごとの比較では増加傾向にあります。 

  社会保障制度改革では、平成２７年度を目途に介護予防サービスを市町村が主体とな

る地域支援事業に移すという方針ですが、国は、市町村に移した後の地域の受け皿整理

が課題としながら、最低限のサービスは担保されるよう利用者が安心できる仕組みを検

討するとしています。市町村のサービス環境や社会資源により、市町村のサービス格差

が生じる可能性がありますが、引き続き安心したサービスが提供できるよう、第６期の

介護保険事業計画の策定にあわせて介護予防基盤整備に努めていきたいと思います。 

○議長（田中 修） 原田君。 

○６番（原田周一） それでは、２回目の質問に移りたいと思います。 

  先ほどの答弁で、国は市町村移行後、受け皿整備が課題ながら最低限のサービスは担

保されるよう、利用者が安心できる仕組みを検討するとしているとのことですが、しか

しながら、市町村のサービス環境や社会資源により、市町村のサービス格差が生じる可

能性があるとのお答えもいただきました。私もそのように懸念しております。 

  財政的に豊かな市町村、またケアサービスの施設などが充実している地域と比較して、

本町ではどうでしょうか。本年３月議会におきまして、私の質問に対し、地域密着型サ

ービスの提供として、小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせた複合型サービ
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スを平成２６年度内に１カ所整備するとの答弁をいただきました。しかし、現状を見ま

すと、サービス提供などの受け入れ施設が他市町村と比較して充実しているのか疑問の

多いところであります。 

  平成２６年度には、第６期の介護保険福祉計画の策定の審議が始まります。先ほどの

答弁にもありました介護予防基盤整備に努めていくとのことですが、本町の目指すべき

方向性、内容はどのように考えておられるのかお尋ねいたします。 

  本町でも、要支援認定者は団塊世代の高齢化に伴い、年度ごとに増加傾向にあります。

介護予防は介護状態になることを予防することで、国の福祉政策の中では最も重要な課

題と思っております。話題の要支援へのサービス打ち切りは、２０００年の介護保険創

設時の予防重視という旗印から大きく乖離するものであります。 

  先日、厚生労働省から市区町村別生命表が公表されました。本町の平均寿命は、男性

で７９．９歳、全国平均の７９．６歳を少し上回るものの、京都府の８０．２歳から

０．３歳低く、女性では８５．９歳で、全国平均の８６．４歳、京都府の８６．６歳を

下回っております。健康長寿日本一を目指すにはほど遠い現実です。市町村移行後、一

般高齢者を対象にした一次予防、ハイリスク高齢者を対象にした二次予防、また要支援

認定者の三次予防において、それらを統括する地域包括支援センターの役割はますます

重要であり、対象者に対して切れ目のない継続的な支援ができるのかどうか。 

  現在、運動教室で、元気はつらつ若返り塾、いきいき元気講座などの予防事業、また、

食の介護講座事業等実施されていますが、本年４月からの元気はつらつ若返り塾への参

加者に買い物ポイントの付与などの取り組みは評価できますが、絶対数としての参加人

数はふえているんでしょうか。 

  そこで、２つの提案をしたいと思います。 

  症状の促進抑制、また改善のために、理学療法士の採用をされてはどうでしょうか。

民間事業者の進出は採算面からも問題があると思いますんで、町職員として保健師以外

にリハビリの専門家を採用する。 

  もう一つは、現在全国各地でラジオ体操が実施されております。ラジオ体操は昭和

３年に放送が始まり、国民保健体操と呼ばれていたそうです。ＮＨＫ、文部省、生命保

険協会が協力のもと、独自の体操と伴奏曲が誕生し、「ラジオ体操の歌」として国民の

健康維持、増進を図るため、小学校を中心に全国に普及していったそうです。 

  また、本町には、幸いなことに町の歌に振りつけしたうじたわら健康体操があります。

３分程度の体操だそうです。先ほどのラジオ体操と併用して、近くの公園広場などで毎
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朝６時とか６時半ごろに全町挙げて実施されてはどうですか。指導に当たるスポーツ推

進委員や町職員はほぼ町内全域におられると思います。町長みずから先頭切って健康長

寿日本一を目指すにふさわしい取り組みと思いますが、いかがでしょうか。 

  先ほど申し上げました選挙結果から、要支援者へのサービス打ち切り実施は明白です。

自民党籍を持つ本町の首長としてどのようにお考えか、当局の見解をお聞きして２回目

の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 原田議員の御質問にお答えをいたします。 

  気軽にでき、また身近なところで行える健康体操は、心身の健康や運動機能の維持、

増進において、また、国保等の医療費や介護給付費の抑制につながることを考えますと、

大変有効な手段だと存じるところでございますが、健康体操の普及や全町挙げて実施に

ついては、十分な検討、調整を必要とすると考えておるところでございます。 

  また、リハビリによる症状の促進抑制を狙いとする理学療法士の採用は、職員の定数

管理なども踏まえる中で、難しい課題だと思われます。 

  また、国が示す介護予防サービスを市町村が主体となる地域支援事業に移す方針につ

いては、市町村にとりましては、事務的な負担増や、また財源問題などが大変懸念をし

ておるところでございます。今後の国の動向を注視しつつ、介護が必要な状態への移行

防止のため、引き続き安心した介護予防サービスを継続していかなければならないと痛

切に考えておるところでございますので、御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

  その他の御質問につきましては、担当課長のほうから御答弁を申し上げます。 

○議長（田中 修） 谷村健康長寿課長。 

○健康長寿課長（谷村富啓） 介護予防サービスが市町村事業へと移行したときの市町村

サービスの格差についてですが、現在利用いただいているサービスは最低継続して提供

していきたいと思います。 

  地域密着型サービス事業が充実している市町村と比べれば、サービス提供量などの違

いは少なからずあると考えます。介護予防基盤整備に係る方向性や内容については、要

介護度の重度化を防止し、自立生活の促進につながるための介護予防と生活機能の向上

を重視したサービスが重要と考えます。 

  高齢者の方々の暮らしや支援、サービスに対する意識やニーズを踏まえ、第６期介護

保険事業計画の策定とあわせて検討していきたいと思います。 

  地域包括支援センターは、高齢者やその家族の生活、介護に関する不安の解消や、必
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要なサービスに結びつける中核機関としての役割は重要であります。介護予防において

も、要介護状態にならないために継続的な支援が必然であることから、地域包括支援セ

ンターの機能の充実を図らなければならないと考えます。 

  また、一次予防事業として実施している元気はつらつ若返り塾ですが、本年度当初で

は２０１名の方々が登録されており、昨年より２０名ふえている状況で、参加人数は各

地域により変わりますが、４月から８月までの１回の平均参加人数は１４名となってい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（田中 修） 原田君。 

○６番（原田周一） それでは、３回目の質問に移ります。 

  先ほど提案させていただいた理学療法士については、民間での参入は採算面からと申

し上げましたが、人件費、家賃、光熱給水などの固定経費などを考えると無理があるよ

うに思いますが、それらを行政で実施すれば、現在の要支援認定者に対する個別訓練が

でき、症状の改善または現状維持が図れると思います。 

  また、先ほどの一次予防の一般高齢者対象の毎朝のうじたわら健康体操は、継続する

ことによって運動機能の向上により、国民健康保険料あるいは後期高齢者保険、介護保

険などの医療費の低減につながると思います。また、毎朝自分の住んでいる町の歌を聞

くことによって、健康な体とともにふるさと宇治田原の思い入れも増加するのではない

でしょうか。 

  先ほどの町長の答弁には少しがっかりしましたんですが、以前、大きな看板を設置し

て世界に発信するというようなことがありました。しかし、実際、現実見てみると、少

し看板倒れなような気がいたします。介護予防を通じて健康長寿日本一を目指す宇治田

原を全国的に発信できることを強く要望して、３回目の質問を終わりたいと思います。 

  それでは、２件目の質問に移りたいと思います。 

  ２件目につきましては、防災対策について。警報発令時の住民への広報手段について

お尋ねいたしたいと思います。 

  去る８月３０日に、気象庁は特別警報の運用を始めたとの報道がありました。数十年

に一度という大災害が差し迫っているときに発表され、発令は住民に危険をより確実に

伝えるため、従来の警報になかった市町村から住民への周知が義務づけられましたとの

内容でございました。 

  本町での現状の対応はどのようになっているのか、現状で住民への情報伝達が周知で



６９ 

きているのかお聞きして、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 山下総務課長。 

○総務課長（山下康之） それでは、御答弁申し上げます。 

  御質問のとおり、８月３０日の金曜日でございますけども、午前零時から特別警報の

運用が開始されました。特別警報が発表された場合、その地域は数十年に一度の非常に

危険な状況にあり、住民はすぐに命を守る行動をとる必要があります。 

  今夏、山口県、島根県や秋田県、岩手県を襲った集中豪雨は特別警報に匹敵するもの

でございました。特別警報の発表時は、気象庁から都道府県を通じて市町村に周知され、

市町村は住民への周知を義務づけられたところでございます。 

  本町においては、特別警報の運用開始については、既に『町民の窓』８月号や、また

ポスター等で周知をいたしておりますが、今後も引き続き啓発してまいりたいと存じる

ところでございます。 

  また、有事の際の住民に対する伝達手段については、地域防災計画に基づき広報車巡

回、消防団によるサイレン吹鳴、各地区自主防災会による戸別巡回、ラジオやテレビ等

の放送機関による放送、京都府防災・防犯情報メールや緊急速報メールの配信等により

伝達することといたしております。 

  なお、携帯電話の主要３社でございますＮＴＴドコモ、ａｕ、それとソフトバンクの

緊急速報メールへの配信については、国の防災情報通信設備事業交付金を活用いたしま

して、今年度Ｊ－ＡＬＥＲＴ、いわゆる全国瞬時警報システムの自動起動器を整備する

ことによりまして、Ｊ－ＡＬＥＲＴで伝達される国民保護情報や町からの避難情報等を

自動で一斉に配信することが可能となります。 

  一方、全国的に災害発生時、自治体が避難勧告や避難指示を発令しているにもかかわ

らず避難されない方もおられる事例がございます。そういった中で、本町では昨年、ま

た一昨年の豪雨が発生しており、住民の方々に危機意識を持っていただくことが非常に

重要と認識しているところでございます。「自分たちの命は自分で守る」意識を高めて

いただけるよう、各地区の防災訓練において引き続き周知、啓発してまいりたいと存じ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 修） 原田君。 

○６番（原田周一） それでは、２回目の質問に移ります。 

  有事の際の伝達手段は、防災計画に基づき広報車による巡回、消防団によるサイレン、

自主防災会などによる戸別巡回などの伝達手段の答弁をいただきましたが、地域防災計
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画は、災害対策基本法第４２条の規定により、京都府地域防災計画に抵触してはならな

いとあります。この規定に基づき本町の防災計画も策定されたものと思いますが、事態

が切迫している緊急などの場合は避難指示を行うと明記されております。 

  本町の地形から、奥山田から銘城台まで広い地域では、先ほどの伝達手段では住民の

生命、財産を担保するには疑問が残ると思いますが、いかがでしょうか。また、消防団

によるサイレン吹鳴も携帯型防災無線通信網も平日の昼間などは対応できる体制になっ

ているのかどうか。 

  「自分の命は自分で守る」意識を高めることは第一義でありますが、公助の部分で各

地域に防災無線の設置、有線放送設備の設置など、もっとハードの投資も必要ではと思

いますが、いかがでしょうか。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 山下総務課長。 

○総務課長（山下康之） 御答弁申し上げます。 

  御指摘のとおり、有事の際、発災の時間帯や状況により一つ一つの伝達手段では支障

が生じることも考えられることから、現在は広報車による巡回、ラジオ、テレビ等によ

る放送、緊急速報メールの配信など、複数の伝達手段を用いることにより情報を伝達す

ることといたしております。 

  また、本町の地理的な条件の中で、防災拠点より遠い地域にあって通行が寸断された

場合等については、防災行政無線を活用し、昼間でも自主防災組織と連携しながら消防

団、消防団支援隊にも協力いただき、広報周知も図ってまいりたいと存じます。 

  今後、より迅速かつ的確に情報伝達が行えるよう、引き続き現在の伝達手段について

検証する中で、また新たな伝達手段の手法について検討し、伝達手段の多重化を図って

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田中 修） 原田君。 

○６番（原田周一） それでは、３回目に移ります。 

  阪神・淡路大震災以降、防災に対する認識は大きく変化し、また、住民に対する広報

手段も日々進化しております。住民の生命、財産を守る意味からも、タイムリーに伝達

できる方法を早急に研究、検討いただくよう強く要望いたしまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○議長（田中 修） これで、原田周一君の一般質問を終わります。 

  引き続きまして、４番、安本修君の一般質問を許します。安本君。 
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○４番（安本 修） 通告に従いまして、一般質問を行います。 

  まず第１に、都市計画道路山手線の建設の見通しについてであります。どのようにな

っているのかお聞きをいたします。今年度は予算もついておりまして、着手に向けた取

り組み、一刻も早く着手をしてほしいわけですけれども、どうなっているのかお聞きを

いたします。 

  第２に、通学路の整備について。特に立川大道寺地区の通学路、これは車の通行量も

大変多く、危険な状況になっております。安全対策の一つとして、町道路の路側帯への

カラー塗装、これができないのかどうかお聞きをいたします。 

  また、大道寺地区から宇治田原小学校への通学路は山の中を通るものでありますが、

最近特に傷みが目立つようになってきておりまして、抜本的な改修ができないのかどう

かお聞きをしてまいります。 

  ３つ目には、住宅リフォームへの助成制度をつくれないかどうか。住宅リフォーム助

成制度は住民が地元の業者等に発注をして、主に家屋等をリフォームする際、行政が何

らかの助成をしていく、このことによって町内の仕事づくりにつながり、町の経済を活

性化するきっかけづくりになるというものでありまして、府内幾つかの自治体でもこの

間実績を積んできておるところであります。町としてはこれまで地元産材を使うという

ような方法で制度を検討するというふうに言っていただいておりますけれども、その後

の状況はどうなっているのか、お聞きをいたします。 

  第４に、公園の整備について。町内には子供を遊ばせてゆったりできるような公園が

なく、道路で遊ぶ子供も見受けられるような状況にあります。面積の点でいっても、遊

具の整備状況からいうても、住民のニーズに応えられたものになっていないというのが

今の現状だと思います。その点について、今後の計画等含めてどうなのかお聞きをいた

します。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） １点目、都市計画道路山手線について御答弁申し

上げます。 

  これまで、京都府、ＮＥＸＣＯとともに、新名神高速道路事業を推進する上で、宇治

田原山手線整備に対する考え方を整理すべく協議を重ねてまいりました。 

  宇治田原山手線の未整備区間のうち、新市街地区間につきましては道路の建設整備に

向け、関係機関と保安林解除手続を進めている状況にあります。新市街地を除く未整備
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区間につきましては、ＮＥＸＣＯで地質調査を実施した後、概略設計を実施、既存町道

の取りつけ、道路勾配等の検討を連携して取り組みを進めており、近々その業務を完了

しようとする段階まできております。 

  宇治田原山手線整備についてでございますが、新名神高速道路を建設するための工事

用道路として先行的に整備し活用できないかＮＥＸＣＯにおいて検討していただいてお

り、地元への設計協議を開始するまでには方針が確定される予定でございます。本町と

いたしましては、新市街地区間の整備をまず実施し、工事用道路としての活用方針が確

定しましたら、詳細測量、設計などの事務にスムーズに着手できるよう準備を進めてい

る段階でございます。 

  次に、４点目、公園整備について御答弁申し上げます。 

  本町の都市公園の現状でございますが、６カ所、面積約５．５ヘクタールを設置して

います。都市公園に位置づけていますのは、住民グラウンド、住民体育館を中心としま

した宇治田原運動公園のほか、銘城台及び緑苑坂の住宅開発に伴い整備した公園でござ

います。そのほか、各地域で管理していただいております児童遊園が２５カ所あります。 

  公園、緑地の整備に関する方針につきましては、都市計画マスタープランに位置づけ

しているところでございます。この都市計画マスタープランにおきまして、誰でも気軽

に利用できる公園整備として、子供から高齢者まで誰もが気軽に利用できる公園、緑地

空間を創出していくため、遊具などのユニバーサルデザイン化や、地域特性を生かした

整備を図ると位置づけしているところでございます。お母さん方が小さなお子さんを連

れて遊びに来る、また、近年のグラウンドゴルフなどにも活用できる公園整備も視野に

入れた公園のイメージを位置づけているところでございます。 

  しかしながら、都市計画マスタープラン策定時に実施いたしましたアンケート調査で

は、そのような公園整備に対するニーズが低いという結果が出てきておりました。今後、

まちづくり総合計画の見直しに当たり、住民ニーズの把握に改めて取り組むこととされ

ていることから、現状把握を踏まえ取り組み方針について改めて整理してまいりたいと

考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 光嶋教育次長。 

○教育次長（光嶋 隆） ２点目の通学路の整備について、答弁申し上げます。 

  町道路側帯部分へのカラー塗装は、児童に対する安全指導を図るとともに、通行車両

に対する注意喚起を促すことを目的として、昨年度に施工いたしております。塗装いた

しました箇所につきましては、原則として、小学校より要望のございました路線、箇所
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とし、道路の構造等を勘案の上、施工しております。 

  また、本事業は指定集合場所より学校に至るまでの区間である通学路としており、各

家庭から指定集合場所までの間については対象となっておりません。これは、道路幅員

が狭小で構造や規格の問題で施工が困難であることと、基本的には通学路への対応であ

り、各家庭から指定集合場所までの間については一義的に保護者により御対応いただく

こととしているところでございます。 

  インフラ整備の考え方については以上のとおりでございますが、やはり大切であるの

は、児童自身が交通安全に対してどれだけの意識を持ち対応できる能力を有するかとい

うことであり、学校はもとより保護者を通じまして児童に対する安全指導、安全教育を

怠ることなく進めてまいりたいと考えております。みずからの命はみずからが守らねば

ならないという大原則に立ち、危険回避できる学習能力を高めることを日ごろより培う

ことが将来にわたっても大切であり、また有効であることから、学校での指導に反映さ

せてまいりたいと考えております。 

  また、御指摘の大道寺地区の児童が通学に利用する町道につきましては、児童の通学

の安心・安全の観点から、必要な補修については速やかに対応させていただいておりま

すが、抜本的な改修については今後とも検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、

御理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） ３点目の住宅リフォーム助成事業の検討状況についてお答

えします。 

  前回の御質問のときにも御答弁申し上げましたとおり、森林が適切に管理されること

は木材の供給、地球温暖化防止やＣＯ２の排出削減という環境の見地のみならず、災害

防止や水源涵養、また、人に安らぎを与えるレクリエーション機能など、多様な公益的

機能が発揮されるものとして、その役割が大きく見直されてきているところであります。 

  国においても、森林・林業再生プランが作成され、２０２０年に木材自給率５０％以

上を目指すべき姿とし、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりが進められていると

ころであります。 

  そうした意味からも、本町におきまして地元産木材を有効活用する仕組みづくりは非

常に重要なものと認識しているところでございます。地元産木材を使用した新築、リフ

ォームに対する助成制度につきましては、府内の先進事例を研究する中で検討を進めて

いるところでございますが、町内には木材業者や製材業者が限られていることや、業者
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での地元産材のストックスペースの問題、木造家屋の減少など、助成事業を検討する上

で、問題、課題も多数考えられますことから、引き続き制度に向けて研究をしてまいり

たいと考えています。 

○議長（田中 修） 安本君。 

○４番（安本 修） それでは、２回目の質問を行います。 

  山手線のことですけれども、今、いろいろ検討に入っているということですけども、

予算がついてもう半年になるわけでして、特に期待をしているのは工事用道路やという

ことやと思うんですけれども、工事用道路で全ての山手線全線ができるのかどうか、工

事用道路として活用できるのかどうか、そこが大変ネックになるんじゃないかというふ

うに思うわけです。 

  いずれにしても、緑苑坂から大津市に向けての、ここは工事用道路というのはよくわ

かるんですけれども、それ以外のところについて、工事用道路としての見通し、町とし

てどういうふうに考えられているのか、そこのところをお伺いしたいと思います。それ

が１点。 

  それから、公園の整備につきましては、これからいろいろまちづくりをしていく上で、

もう一回住民のニーズを含めてきちっと調査をしていただくと、結構都市計画公園とい

うことで大きな公園はあるんですけれども、小さい身近にすぐに使える地元の公園とい

うのがなかなか整備がされていないという、今の現状があると思います。そういう点で、

もう一度やはりきちんと調査もしていただいて、ぜひこれはまちづくりに生かしていた

だきたいというふうに思います。 

  それから、通学路の整備についてですけれども、このカラー塗装、これをしたから全

て安全だというふうにはならないと思います。ただ、やはり見た目でも車も注意をする

ということから有効じゃないかなというふうに思うところでして、そういう意味ではい

ろいろ原則も言われましたけれども、際限なくどこでも引くんだということじゃないと

いうのはよくわかりますけれども、やはり特に危ない地域でもありますし、車が大変多

い、子供たちにそういう危険は自覚しろというのは、これはかなり難しい問題でして、

環境をどう整えるかというのは、やはりできることは全部やろうというのが基本だと思

うので、その点でやはり原則は原則としながらも、ぜひこれは検討課題としてやってい

ただきたいというふうに思います。 

  それから、住宅リフォームにつきましては前回と同じ答弁でしたが、確かに地元産材

を使うという点では、今言われましたようにクリアせんなん点がたくさんありまして、
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これをクリアしてからでないとできないというふうになれば、実際にはもう無理やとい

う状況にあるんじゃないかと思います。 

  これは当然公共事業の場合なんかで、役場の改築なんか、この間また学校に対して地

元産材を使ったという例はありますけれども、なかなか民間のほうで地元産材を使って

リフォームするというのは、かなり、先ほど課長言われましたように難しい点が多いと

いう点でいきましても、地元産材にこだわらない、そういう住宅リフォームの制度をぜ

ひ、これはほかの市町村でも実績は既につくっておられますので、ぜひこれは検討して

いただきたいと思うんですけども、その点どうかと。 

  山手線の問題と、今、住宅リフォームの問題については２回目の質問、答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） まず、宇治田原山手線の工事用道路の可能性につ

いてでございますけれども、さきに地元に対しましての説明を実施いたしました折にも、

住民の皆様方から工事用道路につきましてどう考えているんだという形での御質問が多

数ございまして、町からも工事施工に際して既存の道路への負荷をできるだけ抑える形

での工事施工を検討してほしいという旨を伝えているところでございます。 

  その中で、現在、宇治田原山手線全線につきまして、どの区間をどのタイミングで施

工するのが工事をスムーズにできるかという観点から検討していただいているところで

ございます。今現在、設計協議用の図面を作成しております中で、土量バランスという

ものも考えていきますので、その中で必要なルートにつきまして検討されるという形で

認識しております。 

  また、緑苑坂から大津の部分につきましては、必ず新名神と交差いたします部分がご

ざいます関係で、先行して実施もしくは同時に施工しなければならないという絶対的な

条件がございますので、そのことにつきましては、工事用道路云々とまたあわせまして

整備に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） それでは、住宅リフォームについての２回目の御質問にお

答えします。 

  町内産の木材に限定せず、対象を広げてはとの御意見でございましたが、京都府産木

材まで助成範囲を広げまして利用拡大を図られている近隣の自治体に確認しましたとこ

ろ、現時点では実績がないとのことでした。 
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  また、京都府が実施しています環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業での町内

実績も、京都府に確認したところ実績なしとの回答でした。今後、森林組合、木材業者、

製材業者などと十分協議する中で、どのような住民ニーズがあるのか、また住民ニーズ

を的確に捉えた制度設計に向け検討してまいりたいと考えていますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

○議長（田中 修） 安本君。 

○４番（安本 修） 山手線につきましてはもう半年を過ぎて、やはり新名神との絡みも

ありますけれども、時間的にかなり押し迫ってくるような状況に今後なっていくと思い

ます。そういう点からいうても、これは町だけでできない道路ですので、これはもう京

都府の力をかりなければならないというふうに思いますので、そういう意味では、町と

して当然全線工事用道路というふうになれば一番いいんですけども、それは不可能かと

思います。 

  ぜひそういう点で、まずやはり町として、新市街地のところは町がやるという、先行

してやるという答弁をいただいておりますけど、さらに南の地域から新市街地までの間

もやはり町が何とか手をつけて頑張るという決意を、ぜひ示してほしいと思うんですけ

ども、そういう点でやはり京都府にその姿勢を町として示していくことになると思うん

ですけど、その点、町長、どういうふうに考えられるでしょうか。 

  それから、住宅リフォームの問題につきましては、木材を、府内産とか、木材にかか

わらずいろんなやり方があると思うので、これはもう当然やった実績のある市町村もあ

りますので、そこのところはやはり、そこのところまず検討、研究していただいてやっ

ていただくと。木材、府内産とか、木材にかかわらず町内の経済を発展させるきっかけ

づくりという観点から、ぜひそれは引き続いて検討お願いしたいというふうに思います。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 山手線の整備につきましてでございますけども、従来から私も本町

にとりましては命運を分ける山手線の道路、これが全線開通を願っておるところでござ

いまして、また、そういった中でＮＥＸＣＯ等に工事用道路として活用してもらいたい

と、国道３０７号、大石東線につきましてもやはり生活道路でもあるということで、強

くお願いをしておるところでございますけども、そういった中で、今、検討の最中でご

ざいますが、先ほど議員おっしゃったように、本町でも本気でやるんやという気持ちは

今後も示してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 



７７ 

○議長（田中 修） 清水産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 清） それでは、３回目の御質問にお答えします。 

  府内では緊急経済対策としてバリアフリー改修助成制度を実施されている自治体や、

また町内商工業者の活性化に資するため時限立法で補助金を交付されている自治体もご

ざいます。 

  ただ、木材の利用拡大を図り林業経営の基盤づくりを進めるための検討を模索してい

ます本町の考えから少し離れたものであると考えますので、府内の先進事例を研究する

中で、別の分野でも検討できないか考えてまいりたいと思いますので、御理解賜ります

ようお願いいたします。 

○議長（田中 修） これで、安本修君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。２時５０分から会議を再開いたします。 

休  憩   午後 ２時４１分 

再  開   午後 ２時５０分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  １１番、稲石義一君の一般質問を許します。稲石君。 

○１１番（稲石義一） 通告に従いまして、一問一答方式にて一般質問を行います。 

  まず、給与制度について質問をいたします。 

  １点目は、職員の給与水準の考え方についてでございます。 

  地方公務員法には、給与について、社会一般の情勢及びおのおのの地域的事情に適応

するという情勢適応の原則や、国や他の地方公共団体の職員の給与及び民間事業所の給

与等を考慮するという均衡の原則、この２つの主要な原則が定められておりますが、本

町もこれに従って職員の給与制度を設計されていると理解してよろしいか、お伺いいた

します。 

  次の２点目は、人事院勧告準拠の考え方についてでございます。 

  これまで本町の職員給与については、人事院勧告に準拠してきたとお伺いをいたして

おりますが、そのよりどころとなる考え方についてお伺いいたします。 

  また、去る８月８日に本年の人事院勧告が報告をされましたが、この内容についてど

のように受けとめられているのか。特に、月例給とボーナスである特別給とも改定なし

とされた内容について、あわせてお伺いをいたします。 

  次に、３点目は、交付税減額と給与削減の関係についてでございます。 

  今年度の普通交付税の額が決定されましたが、給与削減額は幾らと算定されたのか、
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お伺いいたします。 

  当初予算時点では、本年７月から翌年３月までの減額分は３，５００万円との説明が

あったところでございます。また、総務省の調査では、国の要請に応じて７月１日から

給与削減を実行した自治体は８２６団体、４６．２％でございまして、今後の減額に前

向きか、独自の給与カットで国の水準を既に下回っている自治体を合わせますと

６５．５％に上るとございます。このことは、国主導の実質強制的なやり方には反発が

強うございましたものの、多くの自治体が財政運営に影響が出ないように、やむを得ず

受け入れた形となったことを物語っております。 

  そこで、質問ですが、地方分権推進の観点から、地方公共団体の給与水準はみずから

が決定することが基本だと考えるものですが、今回のような国における強制的な要請に

ついては、どのように考えておられるのか、御所見をお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 稲石議員の御質問の中で、私から、地方交付税削減と給与削減につ

いて、御答弁を申し上げます。 

  御承知のとおり、地方交付税は一般財源であるため、当然、その使途が限定されるも

のではありませんが、算定に当たっては一定の趣旨を持ち、標準的な行政水準に基づい

ています。平成２５年度の地方公務員の給与費については、国家公務員の給与減額支給

措置に準じた措置を講じるよう要請された閣議決定に沿った水準を標準的なものとして

基準財政需要額を算定されておりますが、その影響についての算定は行われておりませ

ん。 

  しかし、給与費の基準額の減額に伴う影響額と地方のこれまでの人件費抑制の努力を

考慮した交付税の元気づくり算定分の増額を相殺した差額については、おおむね

１，４００万円程度と試算されております。 

  ことし４月に地方六団体は、本来、条例により自主的に決定されるべき給与について

引き下げ要請が行われたことは、あってはならないことであると総務大臣に要請されま

したが、１，０００年に一度の国難を受けて、例外的に時限的措置であることを確認し

た上で、受け入れざるを得ない状況となりました。 

  本町においても、給料は自治体が決定するという基本認識に立つものの、交付税減額

による住民サービスの低下は避けなければならないことから、一定の削減はやむを得な

いと苦渋の判断をし、職員組合と協議を行った結果、生活給である給料の減額支給は遺
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憾な措置であるが、住民サービスの低下を回避するためにやむを得ない措置として理解

をしていただいた上で、今定例会に給与条例等の改正を御提案申し上げておるところで

ございます。 

  職員の給与水準の考え方、また人事院勧告につきましては、総務課長より御答弁をさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（田中 修） 山下総務課長。 

○総務課長（山下康之） 職員の給与水準の考え方及び人事院勧告について、御答弁申し

上げます。 

  地方公共団体において、公務員制度全般に関しては、地方公務員法第１４条に規定さ

れております情勢適応の原則、また給与の決定については、同法第２４条に規定されて

おります職務給の原則、均衡の原則及び条例主義の原則の観点から適正な給与及び給与

制度を決定していかなければならないとされております。そのためには、適正な生計費、

民間事業の従事者の給与を考慮しなければなりませんが、本町のような小規模な地方公

共団体においては、これらを調査する人事委員会を持たないため、国の給与制度や人事

院勧告に準拠し、さらには近隣の地方公共団体の給与や給与制度を考慮して職員の給与

及び給与制度を決定しております。 

  国家公務員制度改革の議論において、人事院勧告の廃止や労働基本権の付与などの動

きがある中で、本町におきましては、今後の情勢変化に機敏に対応し、常に適切な給与

水準を確保してまいりたいと考えております。 

  また、人事院勧告につきましては、昨今、国の給与制度と人事院勧告が乖離する前例

のない状況の中で、勧告をよりどころとしてきた地方公共団体にとっては、その対応に

ついて苦慮する事態となっているところです。 

  ことしは５９年ぶりに給与水準改定のための勧告は行わないこととされたところです

が、人事院の給与等に関する報告の中では、平成１８年度の給与制度改革から８年経過

し、その間の社会経済情勢が急激に変化したことから、俸給表、いわゆる給料表の構造

までに及ぶ総合的な見直しについて検討を進め、早急に結論するとされております。 

  今後も、人事院勧告や国の給与制度等の改正を迅速に反映した適切な給与水準とし、

住民への説明責任を果たしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 
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○１１番（稲石義一） それでは、給与制度についての２回目の質問を行います。 

  ただいまの御答弁は、本町の職員給与については、情勢適応の原則、また均衡の原則

並びに人事院勧告準拠に基づき設計をしており、適正な水準を維持しているとの見解で

あると理解をいたします。 

  そこで、先般、資料提供をいただきました、１つには、府内１１町村のラスパイレス

指数の比較表、もう一つは府内１１町村の平均給与月額比較表によりますと、ラスパイ

レス指数では本町は１０４．７、１１町村中、精華町が１０７．８、大山崎町が

１０６．５で、それに続きまして第３位となっております。また、平均給与月額では、

平均年齢のばらつきはございますものの３５万８，６１４円で、最も高い精華町が

４２万１４５円、２番目の大山崎町が４０万７６９円、久御山町が３９万８，４５５円、

これに次いで第４位と、上位にランクづけがなされているところでございます。 

  私は、今日の労働市場の中で、公務員の優秀な人材確保という観点からは、給与水準

が高いことが望ましいと考えておりまして、これら優秀な職員によってこそ、住民の福

祉の向上や豊かな地域社会が形成されていくものと確信をいたしております。 

  しかし、一方では、職員の給与は住民の税金で賄われているものでございますため、

給与水準は低いほうが望ましいという意見もございます。 

  そこで、質問ですが、府内の１１町村は、人口規模はもちろん、財政力や行政水準も

それぞれ異なるものでございますが、この２つのランクづけから、本町の給与水準は適

正と言えるものなのか、あるいは高い水準にあると言えるのか、御所見をお伺いいたし

ます。 

  また、本年の人事院勧告につきましては、おおむね御答弁にあったような内容と理解

をしております。ただ、月例給と特別給の据え置きについての御答弁がございませんで

したので、再度お伺いをいたします。 

  人事院は、本年４月分の給与及び昨年８月から本年７月までの特別給についての民間

の１万２，５００事業所、約４９万人の従業員の実地調査を実施されたところでござい

ます。その結果として民間との格差がないため、据え置きとされたところでございます。 

  さて、デフレ脱却を目指した経済政策、いわゆるアベノミクスの効果として、国民が

景気回復を実感するには、労働者の給与が引き上げられることが前提であるとされ、安

倍首相が経済団体に給与引き上げの要請をされたことは御案内のとおりでございます。 

  しかしながら、今般の人事院の調査結果では、民間事業所の従業員の月例給及び特別

給は、この１年間、上がっていないという結果が示されたところでございます。 
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  公務労働者にあっては、来年の人事院勧告が出るまでは、月例給及び特別給は据え置

かれたままの状態となってしまいます。 

  一方、円安の基調や原材料価格の高騰の影響を受けまして、ガソリンをはじめ冷凍食

品等の食料品、また家庭向けの電気料金の値上げなどが続いておりまして、家計が圧迫

される状況にあります。 

  そこで質問ですが、こういった今日の世相について、町長はどのような感想をお持ち

でしょうか。御所見をお伺いいたします。 

  また、自治体の給与は、情勢適応の原則、均衡の原則に基づき、加えて人事院勧告準

拠の考え方によりみずからが決定するのが基本でございまして、地方公務員法の趣旨に

かなうものでございます。 

  今般の地方交付税減額措置による職員の給与削減については、３分の２の自治体が住

民サービスに使うお金が不足するなどのしわ寄せが出かねず、不承不承ながら減額を決

断されたようでございます。 

  一方、給与は自治体が決めるとして、かたくなに要請に応じない自治体や、職員の士

気や地域経済への影響を理由に削減しない自治体も３分の１に上ります。 

  本町におかれましては、先ほどの答弁のように、苦渋の思いで前者の選択をされたと

ころでございますが、今後、かかることがないよう、地方六団体を通じて、引き続き要

望していただくよう強く求めておきます。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、稲石議員の御質問に御答弁申し上げます。 

  人材確保の観点から給与が高水準であることが望ましいと考えますが、民間事業従事

者のそれとの均衡が前提であることは、先ほども申し上げましたとおりでございます。

住民の福祉の向上のため、優秀な人材を確保することは大変重要な課題であると考えて

おります。高水準の給与は、採用の際には優秀な人材を集める手段となりますが、職員

の能力向上の観点からは、採用時点の能力よりもその後の人材育成によるところが大き

いと考えられ、今後、人事評価制度などを導入し、職員の能力を積極的に開発し、結果

として行政経営に貢献する職員を正当に評価し、これに報いることができる制度を構築

してまいりたいと考えておるところでございます。 

  また、ラスパイレス指数については、給与水準を比較するための一つの指標でありま

すが、これが国家公務員の給与や他の地方公共団体の給与との関係を正確にあらわして
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いるとは限らないところもございます。 

  平均給与月額についても、時間外勤務手当などその年の特殊事情により変動する要素

を含んでおり、純粋な比較は難しい点もありますが、これらの結果は押しなべて例年同

様の傾向を示しており、府内市町村の財政力や行政水準を鑑み、本町の給与水準は適切

な範囲にあると考えてもよいのではないかと考えております。 

  給与水準改定のための勧告がなされなかったことにつきましては、御質問において御

説明いただいたとおり、現在の社会情勢、経済情勢と整合しており、しかるべきことで

あると考えております。 

  また、人事院の調査と勧告の時期及び勧告の実施時期がずれ込むことは制度上いたし

方ないことと存じます。 

  今日の世相に関しましては、給与水準や雇用と年金の接続の問題などの改善について、

国が率先して行うべきことと考えますが、公務員制度全般における情勢適応の原則は、

民間を主体としたものにならざるを得なく、国が誘導したものとならなかった場合にも

それに準じなければならない弱点を持っております。議員がおっしゃるとおり、家計が

厳しく、広く一般に景気の回復の実感、可処分所得の上昇がない中で、今月９日に発表

されたことし４月から６月期の国内総生産ＧＤＰの上方修正を追い風に、消費税等の増

税の判断がなされようとしています。これらの状況は、経済指標と国民の生活が必ずし

も一致しないことを示していると思います。理論だけでなく、国民の生活の実態をきめ

細かに調査した上で、施策が決定されることを望むところでございます。 

  今回の措置は、東日本大震災という１０００年に一度の国難を受けた例外的、時限的

措置として地方は受け入れましたが、地方との協議が十分に行われないまま法律が改正

され一方的に措置が行われた点、及び地方交付税の削減を手段として使われることは断

じてあってはならない点について、町村会を通じてきちんと追及していきたいと考えて

おりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） ２つの指標の比較によります本町職員の給与水準でございますが、

適正な範囲にあるとの御答弁でございました。 

  給与水準は、各地方公共団体の財政力及び、特にこれが注目ですが、行政水準、この

高低によって異なることは必然でございますが、職員のモチベーションを上げ、政策集

団として住民の福祉の向上に日々奮闘していただくためには、一定の水準を維持するこ

とが重要であると考えております。 
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  他方、自己啓発を含めた人材育成も大切であります。 

  人事評価制度の導入については、本年度事業として取り組んでおられますので、しっ

かりしたシステム構築をしていただけるようお願いを申し上げておきます。 

  また、経済指標によります景気回復と国民の生活実態の乖離については、御答弁のと

おりでございます。理論だけでなく、国民生活をきめ細かく調査した上で政策が決定さ

れるように望むところでございますので、今後ともそういった立ち位置から住民の暮ら

しを守るための意見を国のほうに上げていただくよう強く求めて、給与制度の質問を終

わります。 

  次に、社会保障制度改革について、質問をいたします。 

  まず１点目は、社会保障制度と税の一体改革についてでございます。 

  本年８月６日に政府の社会保障制度改革国民会議が、消費税の増税と一体で実施をい

たします社会保障制度の改革についての最終報告書をまとめられ、安倍首相に提出され

ました。 

  これを受けて、政府は８月２１日に、改革の工程を定めたプログラム法案の骨子を閣

議決定いたしましたが、これら内容についてどのように受けとめられているのか。特に、

受益と負担のバランス及び持続可能な社会保障制度とすることについての考え方につい

て、御所見を伺いたい。負担増と給付抑制ばかりでは、国民はなかなか納得できないの

ではないでしょうか。 

  ２点目は、要支援者への介護予防給付を市町村に移行させるについてでございます。 

  これは、先ほど原田議員の質問と重複いたしますが、お許しをいただいておきたいと

存じます。 

  要支援者への介護予防給付について、現行の介護保険事業から分離して、市町村が地

域の実情に応じて住民主体の取り組み等を積極的に活用しながら、柔軟かつ効率的にサ

ービスを提供できるよう受け皿を確保しながら、今現在は地域支援事業というふうにな

っておりますが、これから乗りかえて、地域包括推進事業、仮称でございますが、この

ほうへ段階的に移行させていくべきであるとの提言がなされたところでございます。 

  これについて、先ほどもございましたが、市町村の能力や財政力によってサービスに

格差が生じるとの懸念については、先ほどのやりとりを聞いていてよくわかりましたの

で、質問は省略させていただきますが、加えて、財源のほうは介護保険から出るとの説

明がなされておりますが、市町村の負担増につながるという懸念についてはどのように

お考えなのか、お伺いします。 
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  もともと要支援者が要介護者となるのを未然に予防するという観点から始まった事業

でございます。そういう理解を私はしておりますが、その役割はどうなるのか、町とし

てのお考えを伺いたいと存じます。 

  次に、３点目は、国民健康保険の運営を都道府県に移行させることについてでござい

ます。 

  現行、市町村が運営をいたしております国保事業について、都道府県に移す提案がな

されております。地域における医療提供体制に係る責任の主体と、国保の給付責任の主

体を都道府県が一体的に担うことを狙いとされておりますが、このことにより、これま

で市町村が抱えてきた財政上の構造的な問題を抜本的に解決することができるのか、御

所見をお伺いします。 

  また、保険料の賦課徴収及び保健事業の実施に関しまして、市町村の積極的な役割が

果たされるよう要請がございます。これは、引き続きその２つの事業は市町村で担うと

いうことでございますので、それについても御所見をお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） 御質問の社会保障と税の一体改革につきましては、国全体における

社会保障の充実、安定化と、そのための安定財源確保、財政健全化の同時達成を目指す

ものとして、旧民主党政権下にあった平成２４年２月に閣議決定され、社会保障・税一

体改革大綱等に沿って順次国会において関連法案が成立してまいりました。昨年の自公

政権への交代後も、この流れは引き継がれてきたところでございますが、今回のプログ

ラム法案については、政府の社会保障制度改革国民会議の報告書を踏まえ、医療制度と

介護保険制度を中心に、その見直しのめどなどの工程が示されたところでございます。 

  国・地方における社会保障関連経費が年々増大する中、本町においても、本会議に報

告させていただいております平成２４年度一般会計決算では、社会保障に係る支出に当

たる扶助費が歳出全体に占める割合は１４．２％と大きく、扶助費支出額の比較では、

平成２３年度から平成２４年度にかけ５．３％、平成２２年度対比では１６．４％の伸

びと、増大の一途をたどっております。 

  こうした状況の中、国全体における社会保障制度を持続可能なものにするため、国に

おいて社会保障の機能の充実と給付の重点化、効率化のため、受益と負担の最適なバラ

ンスを十分に検討される中で、高所得者等に対する一定の給付抑制や負担増が図られる

ことはある程度いたし方ないところもあると捉まえております。 



８５ 

  しかしながら、この大きな前提として、低所得者や自立への支援が必要とされるいわ

ゆる生活弱者の方々に対して一方的に痛みだけが押しつけられることのない仕組みづく

りが必要不可欠と考えております。 

  いずれにいたしましても、本件につきましては、今後、国において十分な議論のもと

進められるものと認識しております。本町といたしましても、こうした国の議論を注視

しつつ、改革の具体化に当たっては、国と地方が十分に協議を行うことをはじめ、地方

六団体等を通じ必要となる要請を国に対して行ってまいりたいと考えておりますので、

御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

  ほかの御質問につきましては、担当課長のほうから御答弁申し上げます。 

○議長（田中 修） 谷村健康長寿課長。 

○健康長寿課長（谷村富啓） 要支援への介護予防サービス事業を市町村に移行させるに

ついて、お答えいたします。 

  今回の社会保障制度改革では、介護予防サービスを介護保険給付から外し、市町村が

主体となり、日常生活の支援などを中心とする地域支援事業に平成２７年度を目途に移

す方針が盛り込まれました。 

  地域支援事業の財源は、国、府、町、保険料などが一定の率で賄っており、財源構成

自体は保険給付と変わらないとのことですが、地域支援事業は介護給付費見込み額の

３％以内で行う規定があることから、国は、地域支援事業の上限規定を見直す考えであ

ります。 

  本町の要支援１、２の方々においては、訪問介護や通所介護、通所リハビリ、住宅改

修などを主とした介護予防サービスを提供しており、平成２４年度の給付費は

２，３４２万円余りで、介護保険給付費における居宅サービス全体では８．３％を占め

ている状況です。 

  市町村に介護予防サービスが移行されても、引き続き安心したサービスが提供できる

よう、基盤整備に努めなければならないと考えます。 

  市町村の負担増については、地域支援事業の３％以内の上限規定の見直し率や財源構

成の率など、国の枠組みなどにより事業費の負担増が生じることが心配されますし、一

方では、サービス事業を実施するに当たって、事務の負担増が懸念されます。 

  高齢化が進行する中において、平成３７年には団塊の世代が全て７５歳以上の高齢者

となり、高齢者の中でもより高齢の者が増加すると言われています。そのような中、要

介護状態にならない、また、ならせないために、そして医療費や給付費の抑制や介護者
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負担の軽減においても、介護予防事業は重要なものと認識しております。その上におい

ても、現行の地域支援事業に介護予防サービス事業が加わった事業費が国の財源構成内

におさまるような上限規定の見直しとなるよう、地方六団体や京都府を通じて要望して

いきたいと考えています。 

○議長（田中 修） 長谷川戸籍・保険課長。 

○戸籍・保険課長（長谷川みどり） 国民健康保険の運営を都道府県に移行させるにつき

ましての御答弁をさせていただきます。 

  平成２５年８月２１日、国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に移管する改

革案が閣議決定され、関連する関連法案が平成２７年、通常国会に提出されることとな

りました。保険者の都道府県移行は、医療提供体制の改革の一つとして提言、医療計画

の策定を通じて地域医療に責任を持つ都道府県が国保を担えば、より医療資源の適正配

置や医療費適正化に取り組むきっかけになるとされています。 

  本町の国保財政が抱えている問題は、歳出面におきましては、医療費の高度化による

給付費の増大や、保険者負担として納付している後期高齢者支援金、介護納付金が加入

年齢層の高齢化とともに年々増加していることでありまして、また、歳入面におきまし

ては、失業者や高齢者の加入増による被保険者の保険税負担能力の低下及び核家族化に

伴い、保険税課税世帯のうち、軽減措置適用世帯の増加など、十分な保険税収入が得ら

れないことにあると認識しております。 

  御質問いただいております国保の広域化によって、これまで国民健康保険が抱えてい

る財政上の構造的な問題を解決できるのかということについてですが、本町のような小

規模な自治体にとりましては、高額医療費の支出が国保財政に及ぼす影響を広域化イコ

ールスケールメリットを生かした組織基盤にすることで、軽減することは可能であり、

財政の安定的な運営を果たす役目はあると思います。 

  ただ、ほかの市町村国保についても、財政状況を見てみますと、一般会計からの法定

外の繰入金なしに継続して単年度黒字を計上している潤沢な財政基盤を保持している市

町村は少数であると認識しているところであり、このようなもともとの財政基盤が弱い

市町村が数多い現状の中で、単に組織を一元化し広域化したとしても、財政基盤の脆弱

さという根本的な問題が解決するものではないと思います。 

  また、保険者機能の全てを都道府県に移行するものではなく、市町村と機能を分け合

う、つまり保険料の賦課徴収、保健事業の実施等につきましては引き続き市町村が担う

こととされている点についても、広域化のメリットは何であるのか疑問に感じるところ
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でございます。 

  しかし、具体的な制度設計につきましては、今後、国の社会保障制度審議会医療保険

部会を中心に議論や協議がなされるため、これら動向を注視し、京都府を通じまして必

要な要望を行っていく所存でございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） 社会保障制度改革についての２回目の質問を行います。 

  持続可能な社会保障制度を構築していくためには、給付に必要な財源は将来世代につ

け回しすることなく、現在の世代で確保するようにすることが不可欠でございます。 

  このため、消費増税のほか、社会保険料についても能力に応じた負担の仕組みが整備

されると同時に、給付の徹底した重点化、効率化が求められているところでございます。 

  このように、今回の改革にあっては、給付抑制や負担増の痛みが伴うことも覚悟しな

ければなりませんが、御答弁にもございましたように、低所得者や生活弱者への配慮を

忘れてはなりません。 

  いずれにいたしましても、改革の具体化にはいましばらく時間を要しますため、その

動向を注視することといたしますが、重要なことは、今回の制度改革が本町の住民にど

のような影響を及ぼすのかについて、きめ細かく分析を行うことだと考えております。 

  今後、精力的なお取り組みをお願いするとともに、議会への情報提供も適宜行ってい

ただくよう強く求めておきます。 

  次に、要支援者に関しまして、軽度者の切り捨てにならないようにとの思いから、再

度の質問を行います。 

  要支援者は、状態がこれ以上悪化するのを防ぐために介護予防サービスを利用してい

るのに、サービスの縮小や保険給付からの除外はかえって重度化し、保険財政を苦しめ

ると、こういう反発の声が上がっております。このことは、真摯に受けとめたいと存じ

ます。 

  本町の地域支援事業、２つございまして、介護予防事業と包括的支援・任意事業の

２つの事業がございますが、これは、平成２４年度の事業計画費ベースでは

１，８００万円でございまして、介護保険給付見込み額６億２，９００万円に対しまし

て２．９％の給付率となっておりまして、先ほど御答弁にございました、国が規定をい

たしております３％以内におさまっております。 

  また、保険給付として事業実施してまいりましたホームヘルプサービスやデイサービ
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スなどの居宅サービス事業は、平成２４年度の実績費ベースでは２，３４２万

６，０００円で、介護保険給付見込み額６億２，９００万円に対しまして３．７％の給

付率となっております。 

  この２つの事業を合計いたしますと、４，１４２万６，０００円の給付費用となりま

して、給付率は６．６％となります。 

  今回の改革プログラムでは、平成２７年度を目途に居宅サービス事業を介護保険から

外して市町村の地域支援事業に移そうとする方針が盛り込まれたものでございますが、

これまでと同水準の予防サービスを提供できるようにするには、地域支援事業の上限規

定３％を本町に当てはめてみるならば、７％程度に引き上げる必要がございます。国に

おいてこのような実態に見合った上限規定の見直しがなされるのか、甚だ疑問でござい

まして、この点につきましてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。 

  さらに、全国一律にならざるを得ない保険給付対象サービスに比べ、地域支援事業で

は地方独自の取り組みが実施できるというメリットがあることは理解をいたしますが、

事業の移行によって、事務量の増大に伴うマンパワーの確保や負担増など、受け皿とし

て市町村で本当に代替ができるのか。加えて、地域間の格差を生じるリスクなど課題は

山積みでございまして、これらについて町長の御所見をお伺いいたします。 

  次に、国保の運営について２回目の質問を行います。 

  まず、国保が抱える財政上の構造的な問題解決については、抜本的な財政基盤の強化

を通じて構造問題の解決が図られることが、保険者を都道府県に移行する前提条件とさ

れておりまして、その財源につきましては、後期高齢者支援金に対する負担方法を全面

総報酬割にすることにより生ずる財源、２，３００億円と言われているんですが、それ

をも考慮に入れるべきとされたことは、一定の評価に値すると考えております。このこ

とによりまして、全国で３，０００億円以上にも上る法定外の一般会計からの繰り入れ

や繰上充用の扱いも大半は解消されることになるからでございます。 

  一方で、保険料の賦課徴収、保健事業などは引き続き市町村が担うことが適切とされ

ました。都道府県が医療給付費等から収納すべき保険料額を算出し、標準保険料額を決

定する仕組みでございまして、医療費や収納率の高低に応じまして、各市町村がそれぞ

れ保険料を決め、賦課する案が検討されています。これは、都道府県内が統一の保険料

となりますと、多くの保険者で保険料が引き上がる懸念や、医療費の高低を反映しない

保険料は公平でないなどの意見が出ているからでございます。 

  ちなみに、過去の新聞報道によりますと、伊根町では３万数千円上がりますというこ
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とでございます。宇治田原町の場合は、１人当たりの保険料が今現在非常に京都府平均

よりも上位にございますので、私の試算でいきますと下がるということになるんですけ

ども、そうすると、そういう不公平性が生じるということで、この方法はとらないとい

うことで京都府が標準保険料額を決定して、それぞれが賦課すると、こういう方法が今

現在考えられているということでございます。 

  もう一つは、都道府県が市町村に必要となる保険料額を割り当てて拠出させる賦課金

方式、分賦金方式ですね、こういうことも検討されております。これは、市町村が割り

当て額を保険料で徴収できない場合、一般会計などから捻出してでもこの割り当て額を

納付しなければならないという仕組みでございます。 

  いずれにいたしましても、財政責任と保険料徴収が分離することで、市町村の徴収意

欲が弱まることへの懸念や、各種申請など窓口業務は市町村が担うことが想定されるな

ど、市町村の苦労は今までとほとんど変わらない、こういった指摘もございます中で、

保険料賦課方式や広域化のメリットについてどのような議論が今後必要か、町長の御所

見をお伺いいたします。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、要支援への介護予防サービス事業の市町村に移行される

についての２回目の御答弁をさせていただきます。 

  要支援１、要支援２の認定者に対して、要介護度の重度化を防止し、自立生活の促進

につながるための介護予防と生活機能の向上を重視した介護サービスが重要だと考えて

おります。地域支援事業の上限規定の見直しがどのような率になるかは、今後の国の動

向を注視する必要があると思いますが、介護が必要な状態への移行を防止するためにも、

現状の介護予防サービスは継続させなければならないと考えておるところでございます。 

  国は、介護予防事業を市町村事業に移行した後の地域の受け皿が課題と示唆しており、

最低限、利用者が安心できる仕組みを検討することを提案しています。 

  このことを踏まえ、これまでの本町の介護予防サービスの利用状況などを十分に把握

した上で、社会保障制度改正後の本町の介護予防サービスのあり方や方向性を見きわめ、

今後の課題に対処していきたいと考える所存でございます。 

  続きまして、国保の運営を都道府県に移行させるについて御答弁を申し上げます。 

  国保の広域化については、保険者である各市町村が国民皆保険制度の中核を担うもの

として制度運営が可能な財源を伴う広域化が理想であると認識しておりますが、社会保
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障制度改革国民会議により示された方針は、我々の思いとは異なる部分があるのも事実

でございます。 

  市町村が引き続き担うとされている保険税の賦課徴収及び保健事業についてでありま

すが、まず、保健事業については、広域化になることにより、これまでと比較すればよ

り大きな体制、つまり人的資源の確保や事業執行体制の拡充により各地域に適応した細

やかな保健事業が行えるのではないかと期待を持っておりましたが、実際には各市町村

がこれまでどおり取り組むとされたことから、現状と余り変化がないと想定されます。 

  そこで、広域化の議論を行う上で、基本は各市町村が行うとしながらも、広域化とい

う観点より、保健所単位での保健事業の推進など大きな体制での事業執行を議論すると

ともに、各地域に適応した保健事業の展開についても、各市町村がこれまでどおりの各

地域のニーズに応じた保健事業を引き続き行うことができるように、例えば財源の伴っ

た保健事業メニューの導入などについて考えていかなければならないと考えております。 

  また、保険税の賦課徴収についてですが、保険税は医療費の支払いやさきに述べた各

種事業への財源として取り扱われるものであります。分賦金方式でいくことになると、

徴収できなかった保険税分の不足分を一般会計などからの捻出により納付することにな

り、赤字補塡を一般税より行うことを安易に示唆することであることから、国民健康保

険という独立会計の運営としては安易には認めにくいものであります。国保税の収納率

は、京都地方税機構とも連携し、近年上昇しており、保険税徴収等については、これま

でどおり収納率の向上に努めていくとともに、医療費節減への取り組みを通して、国保

被保険者より納付される保険税や国・府等より各種交付金を財源として制度運営を図り

たいと考えているところではあります。 

  しかし、今、本町の国保が抱えている累積赤字を含む不足財源額については、既存交

付金の拡充や新たな交付金の確立など財源の確保に向けた議論をまずもってしていかな

ければならないと考えておるところでございます。 

  いずれにいたしましても、いまだ不透明な要素が多く、今後、国のほうで具体的な制

度設計の協議や議論がなされていくことから、京都府を通じ意見聴取される場において

は、地域の実情を踏まえた要望を積極的に実施していきたいと考えておりますので、御

理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） それでは、要支援及び国保、まとめて３問目を行います。 

  要支援者に関しましては、地域支援事業の上限規定の見直し及び現在の介護予防サー
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ビス提供水準の確保並びに地域の受け皿について、町のただいまの認識と大きな差異は

ございませんので、おおむね諒といたしまして、今後、要支援者が安心して利用できる

仕組みづくりに向けまして諸課題への対応方よろしくお願いを申し上げておきたいと存

じます。 

  また、国保運営に関しましては、広域化のメリット、デメリットを検証する中で、具

体的な制度設計に向けまして、地域の実情を踏まえた要望及び意見を京都府を通じて国

に届けていただきますようお願い申し上げておきます。 

  そして、何よりも、新制度の移行に際しまして混乱が起きないよう、準備期間及び周

知方法に遺漏のないよう、強く国に求めていただきますよう要望して、社会保障制度改

革に関します質問を終わります。 

  次に、地域防災対策について質問いたします。 

  １点目は、防災訓練の実施についてでございます。 

  現在、地域ごとに自主防災会を中心に行われております防災訓練について、小学校単

位での中規模防災訓練及び中学校区単位での大規模な防災訓練を実施してはどうかと

３月の予算特別委員会で提案をさせていただきましたが、検討された結果、本年度の訓

練取り組みはどうなったのか、お伺いいたします。 

  要援護者への避難支援や負傷者の治療の優先順位を決めるトリアージ及び避難所を自

主防災組織が運営すること等、並びに精通したボランティアさんにかかわってもらうこ

となど、あらゆる手段を講じることにより、実践的な訓練の場を体験していただくこと

が非常に重要であると考えるものでございます。 

  仮に、中規模な訓練を実施予定とされているなら、その訓練内容についてもあわせて

お答えいただきたい。 

  ２点目は、自主防災組織への補助金交付制度の見直しについてでございます。 

  町では、自主防災組織が災害防止等に係る資機材を整備しようとする場合の補助金交

付要綱を定めておられますが、それによると補助率が２分の１、限度願は１回目が

２０万円、２回目以降が５万円となっております。これでは整備内容の充実につながら

ないだけではなく、自主防災組織の規模、例えば地域の人口規模、面積、地形等に対応

したものとなっていないと考えます。 

  先般、銘城台自主防災会が設立され、町内全ての自治会に自主防災会が設置されたと

ころでございまして、これを契機として早急に制度を見直し、補助金交付要綱の拡充を

されてはどうか、御所見を伺います。 
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  ３点目は、住宅の耐震診断・耐震改修の普及促進についてでございます。 

  災害被害を減らすため、建物の耐震化や揺れに伴う火災への事前防災が極めて重要で

ございまして、一人一人の居住スペースの揺れへの強靭さという観点からの対策が必要

でございます。 

  しかしながら、本町では住宅の耐震診断・耐震改修がほとんど進んでいない状況だと

伺っております。何が原因しているのでしょうか。費用の問題なのか。補助基準が厳し

過ぎるのでしょうか。 

  国では、建てかえ需要が発生しにくい高齢者等の住宅にあっては、生活時間が長い部

屋だけを部分的に耐震改修する取り組みを充実させる必要があるとされております。今

後の取り組みについて御所見を伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、私からは、自主防災組織への補助金交付制度の見直しに

ついて御答弁を申し上げます。 

  自主防災組織への補助金交付制度の見直しについてでございますが、自主防災組織へ

の補助金交付制度の見直しは、自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の防災

意識の高揚並びに自主防災組織の育成強化を図るため、補助率２分の１、初回のみ

２０万円上限で支給していました自主防災組織資機材整備事業補助金を、今年度からは

拡充により２回目以降も上限５万円で隔年支給することとし、既に活用されている自主

防災会もございます。 

  御指摘いただきましたことについては、おっしゃるように、各地区において人口、地

理的な要素の中で河川、谷等によって備える災害の種類や規模等も大きく異なることか

ら、備品として必要な物資についても異なるところがあります。 

  今後、各地区で整備していただく備品、町で整備していかなければならない備品の整

理を基本に置き、基準づくりも整理した上で、今後、他の補助制度との整合性も図り、

町として先頭に立って制度等の見直しについて前向きに検討してまいりたいと存じます。 

  なお、防災訓練の実施、また住宅耐震診断・耐震改修の普及促進につきましては、担

当課長のほうから御答弁を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 修） 山下総務課長。 

○総務課長（山下康之） それでは、まず、防災訓練の実施について御答弁申し上げます。 

  本町内において、本年８月の銘城台自主防災会の設立によりまして、全１１区自治会
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で自主防災会が組織化されました。各地区で積極的に防災訓練に取り組まれ、多くの住

民の方々が参加される中で、地域の防災力向上につなげていただいているところでござ

います。 

  そうした中、議員からも御意見がありました南海トラフ巨大地震等の広域的な災害に

備え、各地区自主防災会及び町消防団宇治田原分署ほか関係機関との相互連携を図るた

め、来る１１月１０日に小学校区単位の消防防災訓練を田原小学校にて開催することと

いたしております。今回の訓練については、大規模的か、中規模的な訓練か、他市町村

の防災訓練をいろいろと参考にさせていただきましたが、本町といたしましては、検討

させていただきました結果、まず中規模訓練として小学校区単位で実施いたしたく進め

ているところでございます。 

  訓練内容につきましては、地震発生の想定訓練とし、町災害対策本部から各地区自主

防災会等への避難情報の伝達訓練や、一時避難所に指定している各地区公民館から避難

所に指定している田原小学校への避難・誘導訓練等を予定いたしておりますが、今後、

詳細につきましては、関係機関と調整する中で実践的な参加型の訓練にしていくことと

いたしております。 

  小学校区単位で初めて実施する防災訓練で、今回、実施いたします訓練の中で生じた

課題等を検証し、次の防災訓練、次の防災訓練と力をつけるとともに、次につなぎ、住

民の皆さんの安心・安全を基本とする中、大規模的な訓練が実施できるように取り組ん

でまいりたいというように存じております。 

  続きまして、住宅の耐震診断・耐震改修の普及、促進について御答弁申し上げます。 

  耐震診断につきましては、これまでに１５件実施していただいておりますが、耐震改

修制度を利用しての耐震改修はゼロ件となっております。耐震改修が行われない理由と

しては、改修に要する費用が高額になっていることが挙げられます。 

  こうした中、高齢者の生活空間を優先的に改修するとの考えにつきましては、現行制

度下においては支援することが困難な状況です。 

  そうした中で、現制度を検証する必要があると認識をいたしております。地震による

建築物の倒壊等の被害から住民の生命、身体及び財産を保護することは非常に重要と考

えており、住民の皆さんへは引き続き各地区で実施される自主防災会防災訓練時等にお

いても、住宅の耐震診断・耐震改修等の啓発をより一層周知してまいりたいと存じます。 

  また、地震時に迅速な避難が困難である高齢者や障がい者の安全を確保するため、家

屋が倒壊しても一定の空間を確保することを目的とした耐震シェルター、これは経済的
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な理由等で大がかりな耐震改修ができない場合などは、家屋が倒壊しても一部屋の空間

を確保し、生命を守ることができ、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間をつ

くり安全を確保する等の簡易的な耐震補強の工法もございます。 

  引き続き、住民の皆さんの安心・安全の確保については、地域防災計画で定めており

ます大地震から人命を守る住宅等の整備に基づき、現制度等の問題点の見直し、拡充及

び新制度の創設について検討してまいりたいと存じますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） それでは、地域防災対策についての２回目の質問を行います。 

  ３月の予算特別委員会で提案をいたしました中規模及び大規模の防災訓練の実施につ

いては、他都市の情報収集も含め御検討をいただき、本年度は田原小学校で中規模の防

災訓練を実施するとの答弁でございました。また、今後の対応として、段階的に訓練力

を身につけていきたいとの方向性も示されました。 

  そこで、訓練の内容でございますが、いつ発生するかわからない大規模災害に備える

ためには、一定レベルの訓練を実施することが重要と考えます。各区における地域訓練

では体験できない高いレベルのものを中規模訓練及び大規模訓練に求めようとすること

は当然のことでございます。 

  さきに述べましたように、負傷者の治療の優先順位を決めるトリアージや町外からの

ボランティアさんの受け皿となる組織編成及び救援活動への指示・誘導方針、医療機関

や日赤との連携、さらには近隣市町や京都府警並びに自衛隊との連携による広域訓練も

実施する必要がございます。また、本町の主要幹線道路網が寸断されれば、ヘリコプタ

ーによる物資の輸送や重傷者の搬送等が不可欠となります。 

  こうしたあらゆる手段を講じて住民の命と財産を守る必要があると考えるものですが、

町長の御所見をお伺いいたします。 

  次に、自主防災組織への補助金制度でございますが、この制度は、自分たちの地域は

自分たちで守るという自助の精神を高揚、育成するために設けられたものであるとの御

説明でございました。補助率２分の１、２０万円が上限という紋切り型の補助制度、何

と住民の命と財産を安く見積もられたことでしょうか。人口規模、例えば南区と奥山田

区では４．７倍の格差がございます。また、河川や谷によって分断される地形、洪水や

崖地崩壊の危険度などさまざまに地域状況が異なります中で、これらの要因を一切考慮
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に入れない当該補助制度は、まさにお役所仕事と言うほかございません。 

  今回、このように質問の趣旨を説明する中で、防災担当課におかれましてはある程度

の理解をいただき、制度見直しについて前向きに検討していただくということでござい

ますので、次年度の当初予算への反映を期待を申し上げ、本日はこの程度にとどめてお

きます。 

  次に、住宅の耐震改修等についてでございますが、各地域の防災訓練時に役場の職員

さんがパンフレット等により制度説明をされている姿を見ているだけに、耐震改修の補

助制度の利用者がゼロという実態に大変驚いております。 

  この要因を、費用が高額となっていることとの分析がなされておりますが、それであ

るならなおのこと、生活時間が長い部屋だけを部分的に耐震改修するという工法が安価

で、かつ有効であり、住民にとっても選択しやすいものではないでしょうか。御答弁に

ございましたように、住民の命を守ることを第一に、現制度等の問題の見直し、拡充並

びに新制度の創設に向けて検討していくということでございますので、それを見守って

まいりたく存じます。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、有事の際、住民の生命と財産を守ることは町の使命であ

り、安心・安全なまちづくりの根幹と考えておるところでございます。 

  先ほど御答弁いたしましたとおり、今年度、小学校区単位で初めて実施いたします消

防防災訓練では、各関係機関の連絡・連携を密にするとともに、住民の方々にもふだん

体験できない訓練に参加いただき、実践的な訓練内容となるよう図ってまいります。ま

た、訓練実施後には、訓練を検証する中で、御指摘いただきました医療機関や日赤との

連携やヘリコプターによる物資の輸送や重傷者の搬送等、より広域的な受援体制を整備

し、町として必要な施策を講じてまいりたいと考えております。 

  一方、東日本大震災のような広域的かつ大規模な災害が発生した際には、町や公共機

関の対応には必ず限界が生じることから、自分の命は自分で守るという住民一人一人に

よる自助、自主防災会等関係機関による共助、町や公共機関による公助がそれぞれ向上

し、一体となって災害に強いまちとなるよう町が主体となって取り組んでまいりますの

で、今後とも御指導賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） 本年度の防災訓練は、町にとって初めての中規模訓練でございま



９６ 

して、関係機関相互の連絡、連携を密にすること、及び住民にとってより実践的な体験

型の訓練内容にしていきたいとの方向性が示されたところでございます。また、次回以

降については、今回の訓練を踏まえ、さらなるレベルアップを目指したいとの御答弁で

ございました。余り最初から欲張ってもうまくいきませんので、今回の訓練につきまし

て、より実り多きものとなりますことを期待を申し上げて、地域防災対策に関します質

問を終わります。 

  次に、宇治田原山手線の進捗状況についてでございますが、５人目の質問者というこ

とで重複することも多々あろうかと思いますが、私は、事業主体を中心にお聞きをいた

したいと存じます。 

  １点目は、西日本高速道路株式会社ＮＥＸＣＯとの協議状況についてでございます。 

  新名神高速道路が平成３５年を完成目途とされていることから逆算いたしまして整備

スケジュールを立てると、宇治田原山手線は平成３０年度までに工事用道路として利用

可能な道路として完成させる必要がございます。 

  そこで、ＮＥＸＣＯに工事用道路として整備をしていただくため、当初予算に測量調

査費の一部として３，８００万円を計上されたところでございます。４月以降、工事用

道路としての整備に関し、幅員や勾配等の規格、費用負担等の協議に入られたと推察を

いたしますが、本当に工事用道路として施行していただけるのか、その協議内容及び結

果についてお伺いいたします。 

  ２点目は、京都府との協議状況についてでございます。 

  宇治田原山手線の未整備区間については、京都府に事業主体になっていただくことが

選択肢の１つとして求められております。３月定例議会の一般質問において、町長は

「新名神の完成は京都府、近畿圏が期待を寄せている国家プロジェクトであり、山手線

についても今まで以上に国に働きかけ、必要な予算を確保したい。また、京都府やＮＥ

ＸＣＯとの連携を一層強めて、私が有する国とのつながりを遺憾なく発揮していきた

い」と述べられています。 

  そこで、４月以降、京都府との協議内容はどうなっているのか。事業主体として責任

のある事業施工を行っていただけるのか、お伺いします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 黒川建設課長。 

○建設・環境課建設課長（黒川 剛） まず、西日本高速道路ＮＥＸＣＯとの協議状況に

つきまして御答弁申し上げます。 
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  宇治田原山手線につきましては、新名神高速道路の工事用道路としての活用を検討す

るとの西日本高速道路ＮＥＸＣＯの意向を踏まえ、詳細設計に係る経費等を予算計上さ

せていただいたところでございます。 

  ＮＥＸＣＯでは、本年度に入り、未整備区間のボーリング調査を完了し、現在、概略

設計を行っている段階にあり、これまでに交差する町道との関係、道路構造の検討を京

都府も交え調整してきたところでございます。 

  都市計画決定した時点では、既存町道との平面交差については考慮されていない地点

がありましたが、周辺の土地利用状況を勘案し、例えば禅定寺から関西電力の変電所に

向かう町道禅定寺奥山田線の平面交差を反映した設計を前提とするなどの調整を行って

まいりました。また、宇治木屋線南バイパスとして整備されました道路構造との整合を

図るなど、道路規格についての調整等も実施してまいりました。 

  これらの調整事項を踏まえ、概略設計ができ上がった段階で、概算事業費の算定及び

整備に要する期間を精査し、工事用道路としてどの区間を利用するか否か、全線利用す

るのか、全く活用しないか等をＮＥＸＣＯとして判断することになります。工事用道路

として活用していただける場合とそうでない場合により、町としての取り組みが異なっ

てまいりますので、現時点ではその判断を待っている状況にあります。 

  なお、その判断時期につきましては、地元への設計協議を行う時点までと考えており

ます。 

  宇治田原山手線は、新名神高速道路と滋賀県境付近で交差する計画になっています。

このため、当該区間の道路構造を定める必要があり、ＮＥＸＣＯの判断にかかわらず、

詳細設計に向けての作業を実施してまいりたいと考えております。 

  次に、京都府との協議状況でございますが、宇治田原山手線につきましては、先ほど

も述べましたとおり、概略設計の最終取りまとめ段階に入っており、今後、どの区間を

どのような手法によりどのタイミングで実施するかの調整をしていくこととなります。 

  京都府におきましては、今年度、新名神高速道路全線開通後の国道３０７号等の周辺

幹線道路の将来交通量を推計するとともに、ＮＥＸＣＯが現在実施している概略設計の

結果をもとに、宇治田原山手線の必要性について検討されると聞いております。 

  このような京都府独自の取り組みとは別に、ＮＥＸＣＯを交え、京都府とは将来、道

路管理者となる可能性があるとの視点、現道宇治木屋南バイパスとの整合性を図る観点

から、道路設計に係る協議を重ねてまいりました。 

  また、昨年の事業再開に係る説明会において、住民の皆様方から、国道３０７号の改
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良及び宇治田原山手線整備に対する強い要請を直接聞いていただいており、京都府に対

しまして、宇治田原山手線だけを取り上げ、本町に新名神高速道路同様にまちづくりを

進める上で必要不可欠な重要課題である旨、要望してきているところでございます。こ

のような要望に対し、京都府としてもさらに検討を進めるスタンスを示していただいて

おります。 

  新名神高速道路の建設と歩調を合わせ、宇治田原山手線の整備に向けて、さらに連携

を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） 宇治田原山手線について、２回目の質問を行います。 

  ただいまは、宇治田原山手線の工事主体となっていただけるＮＥＸＣＯと京都府との

協議内容について、ボーリング調査の完了や概略設計の実施中であること及び道路構造

や道路規格の検討、調整についても御答弁をいただきました。 

  これらに対する率直な感想でございますが、４月以降における工事主体をどうするの

かという協議に何ら進展がないのは、遂行能力の欠如と言わざるを得ません。ＮＥＸＣ

Ｏが工事用道路として整備するには、平成３０年度という時間的制約がございまして、

一刻の猶予もないわけであります。返事待ちとのことですが、判断時期はいつなのか、

明確にお答えをいただきたいと存じます。 

  また、京都府では、事業主体となるため、当該道路の必要性を検討との答弁がござい

ました。まだそんな段階かといった失望したところがございます。町長が選挙戦や３月

定例議会で発せられた「国・府との太いパイプを遺憾なく発揮していきたい」という決

意はどこに行ってしまったのでしょうか。本町にとって、総事業費６０億円の大事業で

ございます。ＮＥＸＣＯがやってくれないなら、一部を町施工でやることも視野に入れ

ながら、京都府にお願いする。あるいは国直轄事業としての工事実施の可能性も探って

みてはいかがでしょうか。宇治田原山手線の整備方針について、町長の決意をお伺いい

たします。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（田中 修） 町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、お答えいたします。 

  従前から、京都府に対しましてはお願いをしているものの、明確な回答がないまま今

日に至っております。 

  京都府も本町同様、ＮＥＸＣＯが宇治田原山手線全線を工事用道路として使用するこ
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とを検討するとの意思表示を受け、歩調を合わせて取り組んでいくことを町との間で確

認してきたところでございます。残念ながら、ＮＥＸＣＯが明確な意思表示をせずに、

検討の域から今日現在に至っても脱していないことから、明確に、取り組み時期、京都

府、ＮＥＸＣＯ及び町の役割分担を明確にすることができない状況にあります。 

  工事用道路としての判断時期ですが、１０月以降には地元の皆様に設計協議を行わせ

ていただきたいと考えていますので、その時期までには、どの区間を工事用道路とする

のか、明確にさせていただくことになると考えております。 

  ＮＥＸＣＯが実施しない場合にはとのことでございますが、町単独でも実施できると

ころは行い、京都府にさらに協力を要請してまいります。特に、緑苑坂以北の区間につ

きましては、新名神高速道路と直接交差する地点があること、大津へのアクセス道であ

り、宇治田原工業団地の企業活動にも寄与することが見込めることから、課題整理を早

期にしてまいりたいと考えております。また、新市街地区間につきましては、保安林解

除の手続を進めており、事業化を図ってまいります。 

  国直轄とのことですが、国代行施工と新直轄の２つの手法があります。国代行施工は、

本来、都道府県管理である国道が都道府県にまたがっており、施工に高度の技術力が必

要な場合に行われるものでございます。また、新直轄施工は、自動車専用道路であり、

その建設を事業主体が施工することにより巨額の債務を負担し、有料道路事業の採算性

を図ることができない場合に行われるものでございます。 

  宇治田原山手線は国道の位置づけがなく、自動車専用道路でもないことから、国直轄

道路としての採択基準を満たしていませんので、当該手法を利用することは困難でござ

います。 

  このような既存制度等から判断しますと、かなり厳しい状況にはございますが、議員

御提案の手法も踏まえた上で、私の持てる力を傾注し、ＮＥＸＣＯ、京都府、また国に

対して粘り強くお願いしてまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りま

すよう心からお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 稲石君。 

○１１番（稲石義一） ＮＥＸＣＯ及び京都府の協議につきまして、町としてはじくじた

る思いであるということがよくわかりました。また、工事用道路としての判断時期は

１０月までと理解しておきます。加えて、工事区間及びその事業主体についての考え方

も一定理解できました。 

  しかしながら、ＮＥＸＣＯが新名神の本線だけをやり、宇治田原山手線を工事用道路
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として整備してくれなければ、町としては何のメリットもないわけで、すんなり「はい、

そうですか」で終わらせてはなりません。今こそ町長が有する国と府との太いパイプを

遺憾なく発揮され、町益を最優先に町を挙げてＮＥＸＣＯへの要望活動を展開すべきだ

と考えます。議会も一致団結し、行政と同じ方向に向かって歩みを進めなければなりま

せん。そのことを強く求めて、宇治田原山手線の質問を終わります。 

  以上で、私の全ての一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（田中 修） これで、稲石義一君の一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会

いたしたいと思います。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

  次回は９月２５日午前１０時から会議を開きますので、御参集のほどよろしくお願い

申し上げます。 

  本日は空調が不調で大変暑い中、長時間本当に御苦労さまでございました。 

散  会   午後 ４時２０分 
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